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１．平成２８年度業務実績評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別調

書№ 
備考欄 

第三期中期計画 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 
安全指導業務等      1－1  

 民間参入促進 Ｓ(Ａ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－1  

 指導講習及び適性診断の内
容の充実 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－2  

 運輸安全マネジメント制度
の浸透・定着 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－3  

 道路交通安全の向上 Ｓ(Ａ) Ｓ(Ａ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－4  

療護施設の設置・運営      1－2  

 療護施設における治療・看
護の充実 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－2－1  

 療護施設の周知、知見・成果
の普及促進 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－2－2  

介護料の支給等 Ｓ(Ａ) Ｓ(Ａ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－3  

交通遺児等への生活資金の貸
付 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－4  

自動車事故被害者等への情報
提供・相談対応 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－5  

自動車アセスメント情報提供
業務 

     1－6  

 衝突安全性能評価 Ａ(Ｂ) Ｓ(Ａ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－6－1  

 予防安全技術試験 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ａ Ｂ Ｂ 1－6－2  

 わかりやすい情報提供 Ａ(Ｂ) Ｓ(Ａ) Ａ Ａ Ａ 1－6－3  

自動車事故対策に関する広報
活動 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 1－7  

        

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の欄に「○」を付す。 

 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※平成 24 年度及び平成 25 年度の評価欄に記載する「Ａ」、「Ｂ」は旧評定「Ｓ」、「Ａ」を新たな評定に置き換えたもの 

 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別調
書№ 

備考欄 

第三期中期計画 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

組織運営の効率化 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－1 
 

人材の活用 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－2 
 

業務運営の効率化      2－3 
 

 安全指導業務 Ａ(Ｂ) Ｓ(Ａ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－1 
 

 療護施設 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－2 
 

 交通遺児等への生活資金の
貸付 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－4 
 

 業務全般（経費削減、契約適
正化） 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－5 
 

 業務全般（内部統制、情報セ
キュリティ） 

Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－6 
 

組織運営の効率化 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－1 
 

人材の活用 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 2－2 
 

       
 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

予算、収支計画及び資金計画 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ 3－1 
 

Ⅳ．その他の事項 

施設及び設備に関する計画 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ  
 

人事に関する計画 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ  
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 安全指導業務等 民間参入促進 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1号及び第 2号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指 導講習受

講者数 
－ － 142,341 人 136,970 人 132,372 人 130,298 人 130,002 人

予算額（千円） 
－ － － － － 

適 性診断受

診者数 
－ － 461,733 人 455,561 人 459,164 人 461,138 人 460,105 人

決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

指 導講習教

材頒布数 
－ － 

－ 

 

19 者 

(4,722 冊) 

37 者

(13,801 冊)

51 者

(26,663 冊)

76 者

(36,174 冊)

経常費用（千円）

※注１～注３ 
3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

講 習講師要

件 研修参加

者数 

－ － 
53 者 

(82 人) 

51 者 

(82 人) 

58 者

(96 人)

61 者

(117 人)

65 者

(122 人)

経常利益（千円）

※注１～注３ △2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

ﾅｽﾊﾞﾈｯﾄ(新

適性診断ｼｽﾃ

ﾑ)提供数 

－ － 
8 者 

(29 台) 

27 者 

(103 台) 

34 者

(159 台)

46 者

(204 台)

51 者

(221 台)

行政サービス実施

コスト（千円） － － － － － 

カ ウンセラ

ー 要件研修

参加者数 

－ － 
24 者 

(34 人) 

12 者 

(18 人) 

33 者

(42 人)

33 者

(49 人)

32 者

(45 人)

従事人員数 

※注４ 309 309 309 309 309

指 導講習民

間参入者数 

（年度末事業者

数） 

－ － 7 者 27 者 40 者 60 者 85 者

   

適 性診断民

間参入者数 

（年度末事業者

数） 

－ － 14 者 37 者 45 者 55 者 69 者

   

      ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構は、「独立行政法人
改革等に関する基本的な
方針」（平成２５年１２月
２４日閣議決定）におい
て、安全指導業務につい
ては、運輸業の事業者団
体等に重点をおいて、民
間参入を促進することと
されていること、自動車
アセスメント業務につい
ては、引き続き機構で実
施することとされている
こと等を踏まえ、安全指
導業務から被害者援護業
務及び自動車アセスメン
ト業務へ業務の重点化、
深度化を図るとの考え方
の下、以下の取組を進め
る。 
 
① 安全指導業務の実施
が、事業用自動車の事
故防止に重要な役割を
果たしていることを踏
まえ、機構は、ユニバー
サルサービスを確保し
つつ、民間と協同して
安全指導業務の一層の
充実を図る。安全指導
業務における民間参入
の促進については、国
と連携しつつ、民間参
入の障壁となる要因分
析等を行い、国の目標
に沿った民間参入促進
のための具体的な取組
方策（認定取得の支援
等・その実施時期を含
む。）を策定する。 

  あわせて、これまで
蓄積した知見等を活用
し、指導講習及び適性
診断の内容の一層の充
実・改善を図る。 

① 民業補完の原則を踏
まえ、ユニバーサルサ
ービスを確保しつつ、
民間と協同して、全国
の自動車運送事業者に
対して安全指導業務を
実施します。また、国と
連携し、安全指導業務
における民間参入の障
壁となる要因分析等を
行い、民間参入促進の
ための具体的な取組方
策（認定取得の支援等・
その実施時期を含む。）
を策定するとともに、
安全指導業務を担う民
間団体等の認定取得を
支援します。 

① 民業補完の原則を踏
まえ、ユニバーサルサ
ービスを確保しつつ、
民間と協同して、全国
の自動車運送事業者に
対して安全指導業務を
実施します。 

  また、さらなる民間
参入促進のため、新た
に実施機関になろうと
する民間団体等へ、機
構が開発したi-ＮＡＴ
Ｓ（新適性診断システ
ム）の提供、適性診断カ
ウンセラー等への教育
訓練の実施、指導講習
教材の提供や指導講習
講師等への教育訓練を
実施し、安全指導業務
を担う民間団体等の認
定取得を引き続き支援
します。 

  加えて、「独立行政法
人改革等に関する基本
的な方針」（平成２５年
１２月２４日閣議決
定）に基づき平成２５
年度に国が作成した民
間参入促進のための工
程表を踏まえた取組方
策により、業界団体と
の協働実施等、引き続
き参入に向けた働きか
けを着実に実行しま
す。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
指導講習受講者数 
適性診断受診者数 
教材頒布数 
民間参入者数 
等 
 
＜評価の視点＞ 
民間参入の促進に向けた
支援が確実に行われてい
るか。民間参入促進のた
めの工程表に沿った取組
がなされているか。 

＜主要な業務実績＞ 
１）ＮＡＳＶＡの安全指導業務実績 
 ・ユニバーサルサービスの確保を図るため、全国５０支所において指

導講習を１，０３６回開催し、適性診断を受診端末３，０２５台に
より実施。 

 ・指導講習受講者１３０，００２人（前年度１３０，２９８人） 
・適性診断受診者４６０，１０５人（前年度４６１，１３８人） 
・指導講習及び適性診断業務への民間参入者数の増加に伴い、指導講

習及び適性診断の実績は、対前年度比で減少。 
２）民間参入団体等の安全指導業務実績 
・指導講習受講者（指導講習テキスト頒布数から推測）： 
３６，１７４人（前年度２６，６６３人） 

・適性診断受診者（ナスバネット利用事業者の実績）： 
３９，５５１人（前年度３１，６８１人） 

３）民間参入希望団体等への認定取得支援 
① ホームページの改善 
・ホームページに掲載している民間参入に関する情報のうち、「安全
指導業務の概要」、「認定に関するプロセス」「ＮＡＳＶＡが行っ
ている安全指導業務参入のための取組について」について、民間参
入を考えている方にわかりやすいものとなるよう改良。 

② 認定取得に必要な要件研修等の実施 
（指導講習） 
・第一種講師資格要件研修：６回開催延べ６５者１２２人参加 
（前年度：６回開催延べ６１者１１７人） 

（適性診断） 
・第一種カウンセラー資格要件研修：３回開催延べ３２者４５人参加
（前年度：３回開催延べ３３者４９人） 

（指導講習テキスト、ナスバネットの提供） 
・指導講習民間参入団体７６者に指導講習教材を３６，１７４冊頒布。
（前年度：５１者に２６，６６３冊頒布） 

・適性診断民間参入団体５１者に２２１台分のナスバネットを提供。
（前年度：４６者に２０４台提供） 

４）民間参入の状況 
・平成２５年度に国が策定した民間参入促進のための工程表（ロード
マップ）を踏まえ、前年度に引き続き、民間参入に係る取組方策を
各主管支所長に指示。  

・大規模及び中小規模の業界団体等に対し、ＮＡＳＶＡとの協働によ
る参入の提案を続けた結果、２団体が協働により参入したほか、複
数の業界団体等がその意向を示している。  

・認定取得の支援等の結果、平成２８年度は、指導講習２５者（前年
度２０者）、適性診断１４者（前年度１０者）が新たに参入し、参
入事業者等の 総数は、指導講習８５者、適性診断で６９者（いずれ
もＮＡＳＶＡを除く）と確実に増加。 

５）民間参入団体とのカウンセラー研修の実施 
・昨年度に引き続き、国土交通省が「認定要領」 にて定めている「カ
ウンセラー教育・訓練」を他の民間参入団体と合同にて実施。 

・平成２８年度は８主管支所で実施。（民間参加数：１４者２８名） 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 
新たに実施機関になろうとする

民間団体等への指導講習教材の頒
布、ナスバネットの提供のほか、指
導講習講師や適性診断カウンセラ
ーの資格要件研修の実施といった
認定取得に向けた支援をこれまで
以上に実施したほか、工程表に沿っ
た民間参入に向けたナスバとして
の取組を着実に進めた結果、参入事
業者が大幅に増加しており、年度計
画を十分に達成しているものと判
断しＢ評価とするものである。  
 
＜課題と対応＞ 
引き続き国が策定した工程表に

沿って、その取組の着実な実行を図
り、民間参入を促進させる。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２ 安全指導業務等 指導講習及び適性診断の内容の充実 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1号及び第 2号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指 導講習受
講 者からの
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.44  4.51  4.53  4.48 4.48 4.54 予算額（千円） － － － － － 

達成度 － － 112.8%  113.3%  112.0% 112.0% 113.5% 
決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

適 性診断受
診 者からの
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.16  4.39  4.40  4.34 4.39 4.38 
経常費用（千円）
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

達成度 － － 109.8%  110.0%  108.5% 109.8% 109.5% 
経常利益（千円）
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

自 動車運送
事 業者から
の評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.18  4.28  4.29  4.35 4.36 4.34 
行政サービス実施
コスト（千円） 

－ － － － － 

達成度 － － 107.0%  107.3%  108.8% 109.0% 108.5% 
従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

  

4



 

 
 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

① 安全指導業務の実施

が、事業用自動車の事

故防止に重要な役割を

果たしていることを踏

まえ、機構は、ユニバー

サルサービスを確保し

つつ、民間と協同して

安全指導業務の一層の

充実を図る。安全指導

業務における民間参入

の促進については、国

と連携しつつ、民間参

入の障壁となる要因分

析等を行い、国の目標

に沿った民間参入促進

のための具体的な取組

方策（認定取得の支援

等・その実施時期を含

む。）を策定する。 

  あわせて、これまで

蓄積した知見等を活用

し、指導講習及び適性

診断の内容の一層の充

実・改善を図る。 

② 安全指導業務につい

ては、これまで蓄積し

た知見等を活用し、指

導講習及び適性診断の

内容の一層の充実・改

善を図ります。 

 

③ ②の施策を実施する

ことにより、受講者・受

診者・事業者に対する

５段階評価の調査にお

ける安全対策への支援

効果に関する評価度に

ついて、中期目標期間

の年度毎に４．０以上

とします。 

② 自動車運送事業者に

おける運行管理業務に

必要な最新の情報を提

供できるよう、関係法

令の改正等に応じて、

指導講習教材の改訂を

行います。 

  加えて、一般講習テ

キストに被害者援護業

務の取組を掲載するな

どにより被害者援護業

務等との連携を推進し

ます。 

   また、指導講習等の

内容の一層の充実に向

け、これまで蓄積した

安全指導業務に係る知

見等の有効活用方策に

ついて検討します。 

 

③ ②の施策を実施する

ことにより、受講者・受

診者・事業者に対する

５段階評価の調査にお

ける安全対策への支援

効果に関する評価度

（平成２７年度）につ

いて、４．０以上としま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・指導講習受講者からの

評価度 

・適性診断受診者からの

評価度 

・自動車運送事業者から

の評価度 

 

＜評価の視点＞ 

指導講習教材の改訂等が

適切になされているか。

＜主要な業務実績＞ 

指導講習教材において、平成 28 年 1 月に発生した軽井沢スキーバス

事故を受けて改正された「道路運送法」等の改正内容を掲載し、運行管

理者等に最新の情報を提供するとともに、交通事故が及ぼす影響につい

て運転者の意識を高めるため、被害者援護業務の取組を一般講習テキス

トに掲載するなどにより連携を推進。 

 また、平成 29 年 2 月 20 日に適性診断業務検討委員会を開催し、適性

診断の結果と事故発生との相関関係等について検討すべきとの意見を

踏まえ、今後の検討に向けて、関係機関と調整を進めた。 

 

指導講習受講者、適性診断受診者、自動車運送事業者に対する５段階

評価調査の結果、安全対策への支援効果に関する評価度は、指導講習が

４．５４、適性診断が４．３８、自動車運送事業者が４．３４と目標値

の４．０を上回る評価。 

 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

指導講習教材に最新情報を掲載

するとともに、これまで蓄積した知

見を有効活用し、指導講習等を通じ

た他業務との連携を図っており、年

度計画を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするものである。

 

＜課題と対応＞ 

 指導講習等の内容の一層の充実

に向け、これまで蓄積した安全指導

業務に係る知見等の有効活用方策

について検討。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―３ 運輸安全マネジメント制度の浸透・定着 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 
（計画値） 

基準値 
（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

安 全マネジ
メ ント評価
実 施事業者
数 

－ － 20 事業者 18 事業者 12 事業者 13 事業者 13 事業者 予算額（千円） － － － － － 

安 全マネジ
メ ントコン
サ ルティン
グ実施件数 

－ － 49 件 31 件 25 件 33 件 21 件 
決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

安 全マネジ
メ ント講師
派遣件数 

－ － 479 件 448 件 459 件 494 件 541 件
経常費用（千円）
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

安 全マネジ
メ ントガイ
ド ライン講
習 会実施回
数、参加人数 

－ － 87 回 
2,395 人 

85 回 
2,114 人 

97 回
3,015 人

91 回
2,242 人

89 回
2,255 人

経常利益（千円）
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

安 全マネジ
メ ントリス
ク 管理講習
会実施回数、
参加人数 

－ － 64 回 
1,130 人 

58 回 
844 人 

66 回
1,275 人

73 回
1,181 人

72 回
1,249 人

行政サービス実施
コスト（千円） 

－ － － － － 

安 全マネジ
メ ント内部
監 査講習会
実施回数、参
加人数 

－ － 52 回 
720 人 

50 回 
758 人 

55 回
995 人

61 回
931 人

64 回
944 人

従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 309

安 全マネジ
メ ントセミ
ナ ー参加人
数 

－ － 822 人 711 人 1,034 人 1,117 人 1,137 人

   

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 運輸安全マネジメン

ト評価等の安全マネジ

メント業務について

は、自動車運送事業者

における安全確保に重

要な意義を有している

が、国の体制のみでは

普及促進を強化できる

範囲に限度がある。こ

のため、機構は、安全指

導業務において蓄積し

た経験・知見や全国に

支所を有する体制を活

用しつつ、大手・中堅事

業者を中心とした国の

取組を補完し、民間と

協同して、中小事業者

を含めた自動車運送事

業者全般へ、国の取組

と連携して制度の効果

的・効率的な浸透・定着

を図る。 

  あわせて、機構が安

全指導業務において蓄

積した経験・知見を活

用するとともに、国際

標準化機構における道

路交通に係る安全管理

に関する動向等を踏ま

え、内容の一層の充実

等を図る。  

④ 事業者自らが主体的

に輸送の安全性の向上

を図る安全マネジメン

ト業務については、安

全管理規程の作成等が

義務付けられていない

中小規模の運送事業者

を対象とした運輸安全

マネジメント評価、講

習会、コンサルティン

グ等の実施により、国

の取組と連携して安全

指導業務において蓄積

した経験・知見や全国

に支所を有する体制を

活用しつつ自動車運送

事業者全般への制度の

浸透・定着を図ります。 

  また、安全指導業務

に係るこれまで蓄積し

た知見等を活用し、安

全マネジメント業務内

容の一層の充実・改善

を図ります。 

④ 安全マネジメント業

務については、運輸安

全マネジメント評価、

講習会、コンサルティ

ング等の実施により、

国の取組と連携して安

全指導業務において蓄

積した経験・知見や全

国に支所を有する体制

を活用しつつ自動車運

送事業者全般への制度

の浸透・定着を図りま

す。 

  また、制度の動向を

注視し、関係法令の改

正等に応じて、速やか

に講習テキストに反映

させるなど、適時、適切

に情報の提供を行うこ

ととし、自動車運送事

業者における安全マネ

ジメント体制の構築、

改善の支援を行いま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・安全マネジメント評価

実施事業者数 

・安全マネジメントコン

サルティング実施件数

・安全マネジメント講師

派遣件数 

・安全マネジメントガイ

ドライン講習会実施回

数、参加人数 

・安全マネジメントリス

ク管理講習会実施回

数、参加人数 

・安全マネジメント内部

監査講習会実施回数、

参加人数 

・安全マネジメントセミ

ナー参加人数 

 

＜評価の視点＞ 

安全マネジメント制度の

浸透・定着に向けた取組

が着実になされている

か。 

＜主要な業務実績＞  

１）安全マネジメント評価事業 

・安全管理体制の構築及び改善の実施状況を確認するとともに必要に

応じてアドバイス等を行う評価事業を全国で１３事業者（前年度１

３事業者）に実施。 

 

２）安全マネジメントコンサルティング・講師派遣 

・事業規模に応じた安全マネジメントの取組の提案、実施に向けたサ

ポートを行うコンサルティングを２１件（前年度３３件）実施。 

・「安全マネジメントの導入」、「適性診断結果の活用方法」等の支援を

目的とした講師派遣を５４１件（前年度４９４件）実施。 

 

３）安全マネジメント関係講習会 

・国土交通省認定の「ガイドライン」「リスク管理（基礎）」「内部監査

（基礎）」の各セミナーを全国で開催。 

（ガイドラインセミナー） 

：８９回開催、２，２５５人の経営者等が受講。 

（前年度９１回、２，２４２人） 

（リスク管理（基礎）） 

：７２回開催、１，２４９人の運行管理者等が受講。 

（前年度７３回、１，１８１人） 

（内部監査（基礎）） 

：６４回開催、９４４人の監査担当者等が受講。 

（前年度６１回、９３１人） 

・また、講習会等で使用している教材を事業所で活用できるよう、ド

ライブレコーダー映像を用いた危険予知トレーニング教材「ＫＹＴ

－Ⅰ」、「ＫＹＴ―Ⅱ」、「ＫＹＴ―Ⅲ」に加え、新たに作成した「Ｋ

ＹＴ－Ⅳ」を計２，１８９枚（前年度１，２８２枚）頒布。 

 

４）安全マネジメントセミナー 

・第１１回目となる「ＮＡＳＶＡ安全マネジメントセミナー」を平成

２８年１０月に東京国際フォーラムにて開催。過去最高の１，１３

７人の経営者等が参加。 

・自動車運送事業者等から安全確保のための具体的な取組の報告を行

うなどの内容により、更なる運輸安全マネジメントの浸透を図っ

た。 

 

５）貸切バス事業者安全性評価認定制度（セーフティーバス制度）への

協力 

・平成２８年度受託実績１９６者（前年度１４１者） 

 

６）貸切バス適正化コンサルティング事業への協力 

・地方バス協会からの巡回指導委託要請により、自動車の運行の安全

の確保に関する事項を処理する者に対する指導業務として、５２者

に対する巡回指導に協力。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

ナスバの全国体制を活用した安

全マネジメント評価、コンサルティ

ング、講師派遣、各講習会等の実施

に引き続き取り組んでおり、特にナ

スバならではの取組である「NASVA

安全マネジメントセミナー」につい

ては、今回で１１回目の開催とな

り、参加者が過去最高に達する等、

安全マネジメント制度の浸透・定着

に向けた取組が進められており、年

度計画を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするものである。

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、安全マネジメントのよ

り一層の定着・浸透に向け、トップ

セールスや講習会開催時等あらゆ

る機会において積極的なＰＲを行

う。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―４ 道路交通安全の向上（ＩＳＯ関係） 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

     予算額（千円） － － － － － 

     
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

   
  

経常費用（千円）

※注１～注３ 
3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

     
経常利益（千円）

※注１～注３ 
△2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

     
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

     
従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 運輸安全マネジメン

ト評価等の安全マネジ

メント業務について

は、自動車運送事業者

における安全確保に重

要な意義を有している

が、国の体制のみでは

普及促進を強化できる

範囲に限度がある。こ

のため、機構は、安全指

導業務において蓄積し

た経験・知見や全国に

支所を有する体制を活

用しつつ、大手・中堅事

業者を中心とした国の

取組を補完し、民間と

協同して、中小事業者

を含めた自動車運送事

業者全般へ、国の取組

と連携して制度の効果

的・効率的な浸透・定着

を図る。 

  あわせて、機構が安

全指導業務において蓄

積した経験・知見を活

用するとともに、国際

標準化機構における道

路交通に係る安全管理

に関する動向等を踏ま

え、内容の一層の充実

等を図る。  

⑤ 国際標準化機構（Ｉ

ＳＯ）の道路交通安全

委員会（ＰＣ２４１）に

おいて、日本工業標準

調査会が承認した国内

審議団体として、情報

の収集、国内の意見集

約等の国際標準作成に

関する活動を行うとと

もに、国際的道路交通

安全マネジメントの取

組を事業者等に浸透さ

せることにより道路交

通安全の向上に寄与し

ます。 

⑤ 道路交通安全マネジ

メントシステム規格の

国内での運用に関する

以下の活動を行い、道

路交通安全の向上に寄

与します。 

 

ア 必要に応じて、外

部有識者等からなる

国内審議委員会及び

専門委員会を開催

し、情報の収集、国内

の意見集約等を行い

ます。 

 

イ 必要に応じて、国

際会議に職員等を派

遣し、意見交換、情報

収集等を行います。 

 

ウ 道路交通安全マネ

ジメントシステム規

格を取得した組織に

より、自動車事故の

減少やそれに伴うコ

スト低減等が図られ

るよう、認定、認証、

研修及びコンサルテ

ィングの各実施機関

と連携し、同規格の

的確な運用を図りま

す。 

 

⑥ 道路交通安全マネジ

メントシステム規格の

認証取得により、自動

車事故の減少及びそれ

に伴うコスト低減等の

具体的な成果に繋げる

ため、我が国において

自動車運送事業者等を

対象に同規格の要求事

項に加えて更なる安全

対策の実施を求めるス

キーム（Ｎ－ＲＴＳ認

定・認証スキーム）の管

理を行い、同規格、同ス

キームの的確な運用及

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

国際的道路交通安全マネ

ジメントの浸透に向けた

取組が着実になされてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）国内審議委員会の開催 

・平成２９年１月、ＩＳＯ／ＴＣ２４１国内委員会を開催し、事務局

であるＮＡＳＶＡが国内における認証取得状況や国際委員会出席

を報告するとともに、認証の普及・促進について、学識経験者、行

政機関及び自動車関係団体等から意見を収集。 

 

２）国際審議委員会への出席 

 ・平成２８年９月、Ｗｅｂで開かれたＩＳＯ／ＴＣ２４１国際委員会

ワーキンググループミーティングに参加し、普及・促進に関する資

料の検討及び各国の普及状況についての情報交換を行った。 

 ・平成２８年１１月、ロンドンで開催された国際委員会に職員を派遣

し、我が国の認証取得状況、取組事例等を報告するとともに、各国

の認証取得状況や安全対策について、参加国で情報共有を図った。 

 

３）ＩＳＯ関係機関との連携 

・「日本マネジメントシステム認証機関協議会」において、ＮＡＳＶＡ

が平成２７年度に実施した ISO39001 認証取得企業向けのアンケー

ト調査の結果を報告するとともに、各認証機関と ISO39001 の普及・

啓発についての意見交換を実施。 

 

４）ISO39001 の的確な運用に向けた取組 

①ISO39001 体制構築支援コンサルティング 

・ISO 39001 の取得を希望した自動車運送事業者等５社及び前年度か

ら引き続く３社に対して ISO 39001 体制構築支援コンサルティング

を実施。 

・同コンサルティングでは、経営管理部門及び現場担当者に対し、ISO 

39001 で特に重要とされているリスク分析に重点をおき、組織が抱

える道路交通安全に関するリスク及び機会の洗い出しから、それら

の対策案の検討及び重点取組項目の決定に至るまでの作業及びそ

れらを支える仕組みを継続的に改善する方法をアドバイス。 

②ISO39001 の紹介セミナーの開催 

・自動車運送事業者に対し、平成２８年１１月から平成２９年２月に

かけて、東京、名古屋、大阪及び福岡において「ISO39001 紹介セミ

ナー」を開催。 

・セミナーにおいては、ISO39001 の概要、メリット、導入の成功事例

登録審査の内容等を説明。 

 

５）Ｎ－ＲＴＳ認証・認証スキームの運用、定着に向けた取組 

・本スキームの管理、規格、スキームの的確な運用、定着を図るため、

ＩＳＯ関係機関と協調しながら、自動車運送事業者等の認証取得を

推進。 

 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

 ISO39001 の国内審議委員会の事

務局として、情報収集や国内意見集

約等を引き続き行うとともに、我が

国の実情に適合する具体的な安全

対策として発行した「N-RTS マネジ

メントシステム」の運用・定着に向

けた取組やコンサルティングの実

施等により、ISO39001 の普及、浸透

に向け取り組んでおり、年度計画を

十分に達成しているものと判断し

Ｂ評価とするものである。  

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、必要に応じ国内審議委

員会の開催による意見集約 、国際

会議への職員派遣による情報収集

等を行うとともに、道路交通安全マ

ネジメントシステム規格の的確な

運用を図る。 

9



 

 
 

び定着を図ります。 

 

⑦ 道路交通安全マネジ

メントシステム規格の

取組を事業者等に浸透

させるため、セミナー

やコンサルティング等

を実施し、安全マネジ

メント講習会等の機会

を利用し PR を行い、道

路交通安全の向上に寄

与します。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 療護施設における治療・看護の充実 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3号 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高（「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１

２月２４日閣議決定）及びこれに先立って示された与党提言等の政府決定

に基づく取組であるため。） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

遷 延性意識

障 害からの

脱却者数（計

画値） 

中期目標期

間 95 人以

上 

－ 19 人以上 19 人以上 19 人以上 19 人以上 19 人以上 予算額（千円） － － － － －

遷 延性意識

障 害からの

脱却者数（実

績値） 

129 人 88 人 28 人 30 人 21 人 20 人 30 人
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 3,392,081

達成度 135.8％ － 147.4％ 157.9％ 110.5％ 105.3％ 157.9％
経常費用（千円）

※注１～注３ 
2,908,890 3,241,032 3,239,712 3,295,184 3,403,974

     
経常利益（千円）

※注１～注３ 
289 4,013 4,232 4,232 40,531

     
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

     
従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構は、自動車事故に

よる遷延性意識障害者

（脳損傷により自力移

動・摂食が不可能である

などの最重度の後遺障

害者）に対して公平な治

療機会を確保しつつ効

果的な治療を提供する

観点から、療護施設の設

置・運営に関して以下の

取組を行う。 

 

① 療護センターにおい

て、必要なハード・ソフ

ト両面の措置を講じた

上で質の高い治療・看

護を実施する。 

 

② 療護施設機能一部委

託病床（以下「委託病

床」という。）において、

療護センターに準じた

質の高い治療・看護を

実施するとともに、近

畿地区及び関東西部地

区に新たな委託病床を

設置する。なお、その後

の委託病床の立地等の

あり方については、地

理的要因や既存病床の

利用状況等を踏まえ

て、引き続き検討する。 

① 療護センターにおい

ては、病棟ワンフロア

システム（注４）、プラ

イマリーナーシング

（注５）や高度先進医

療機器の整備を図るほ

か、大学等研究機関や

他の医療施設との連携

強化、職場内研修の充

実、「遷延性意識障害度

評価表」を用いた治療

改善度の活用等によ

り、医療技術や看護技

術等の開発・向上を図

り、質の高い治療・看護

を実施します。 

 

（注４）「病棟ワンフロア

システム」とは、病棟を

１つのフロアに集中、

仕切りを最小限にして

患者を絶えず観察視野

におく方式のことをい

う。 

（注５）「プライマリーナ

ーシング」とは、１人の

患者を同じ看護師が入

院から退院まで一貫し

て受け持つ看護方法

で、療護センターの場

合には、長期の入院期

間中に顕著な改善がみ

られにくい入院患者の

かすかな動きや表情変

化などを見落とさない

きめ細かな観察を可能

としている。 

 

② 療護施設機能一部委

託病床（以下「委託病

床」という。）において

も、他の療護施設との

連携を図りつつ、質の

高い治療・看護を実施

します。 

 

③ 委託病床について

は、近畿地区及び関東

① 療護センターにおい

ては、病棟ワンフロア

システム（注３）、プラ

イマリーナーシング

（注４）、高度先進医療

機器等による、質の高

い治療・看護を実施し

ます。 

 

（注３）「病棟ワンフロア

システム」とは、病棟を

１つのフロアに集中、

仕切りを最小限にして

患者を絶えず観察視野

におく方式のことをい

う。 

（注４）「プライマリーナ

ーシング」とは、１人の

患者を同じ看護師が入

院から退院まで一貫し

て受け持つ看護方法

で、療護センターの場

合には、長期の入院期

間中に顕著な改善がみ

られにくい入院患者の

かすかな動きや表情変

化などを見落とさない

きめ細かな観察を可能

としている。 

 

② 「施設及び設備に関

する計画」（別紙１）に

基づき、高度先進医療

機器等の整備を行うと

ともに、施設の老朽化

が目立つ療護センター

の中長期修繕計画を引

き続き策定します。 

  また、大学等研究機

関及び他の医療施設と

の連携強化、職場内研

修の充実、「遷延性意識

障害度評価表」を用い

た治療改善度の活用等

により、医療技術、看護

技術等の開発・向上を

図ります。 

 

＜主な定量的指標＞ 

遷延性意識障害からの脱

却者数 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

療護施設において質の高

い治療・看護が実施され

ているか。関東西部地区

における新たな委託病床

が着実に設置されている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

①引き続き、各療護センターにおいて、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の高度先進医

療機器を用いた高度な検査・治療を行うとともに、ワンフロア病棟シ

ステムによる集中的な患者観察、プライマリーナーシング方式等によ

る質の高い看護を実施。 

 

②医療技術、看護技術等の着実な開発・向上のため、以下の取組を実施。 

１）医療機器の整備等 

 ・千葉療護センターの超音波診断装置を平成２９年１月から、陽電子

放出断層撮影装置(PET-CT)を平成２９年３月から稼働。 

・中部療護センターのＦＤＧ合成装置を平成２９年３月から稼働。 

・岡山療護センターの免疫発光測定装置を平成２８年１２月から稼

働。 

・東北療護センターの低温プラズマ滅菌装置を平成２８年１１月から

稼働。 

２）療護センターの知見・ノウハウを活かし地元大学医学部等との連携

による共同研究及び発表、高度先進医療機器を利用した治療の研究、

指導、研修等の実施により、人材の育成と地域医療の充実に貢献。 

３）入院患者看護担当チームごとのケースレポート研修会、医療事故防

止研修会等の定期的な開催など、治療・看護技術の向上に向けた様々

な職場内研修を実施。 

４）遷延性意識障害度評価表（ナスバスコア）を用いた治療改善度の公

表等 

・ナスバスコアを用いた治療改善度を平成２９年３月３０日に公表。 

その分析の結果、過去１１年間に退院した患者並びに過去５年間

に退院した患者のいずれにおいても、ナスバスコア平均値の減少が

認められたほか、重症度別に行った分析においても平均値が減少す

るなどの治療改善効果を確認。 

・過去５年間に退院した患者に関する入院から退院までのナスバスコ

ア平均値の変化と各種要因との関連において、「入院時のスコアが

高くても改善している患者がいること」、「事故後入院までの経過期

間が短いほど改善が良いこと」、「入院時の年齢が若いほど改善が良

好であること」等が示され、この結果を過去の分析結果とともに、

療護施設での症例検討、カンファレンス等の際に活用し、入院患者

の治療改善効果の更なる向上を図っている。 

 

③老朽化してきた東北及び中部療護センターの施設について、計画的な

修繕を行うため中長期修繕計画を策定。 

 

④療護施設機能一部委託病床では、６月及び１１月に療護センター長等

会議及び事務担当者会議、７月及び１月にＭＳＷ担当者連絡会議、９

月に看護部長等連絡会議、１０月にリハビリ担当者連絡会議を開催。 

 病院長、担当者等が出席し、運営方針、治療技術等の各種情報の共

有により、他の療護施設との密接な連携を図りつつ、質の高い治療・

看護を実施。 

 

⑤関東西部地区の湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市）について、平

成２８年５月から入院患者の受入を開始した。また、自動車事故によ

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

高度先進医療機器を用いた高度

な検査・治療、ワンフロア病棟シス

テムの運用、プライマリーナーシン

グ、ナスバスコアの活用等、従来か

らのきめ細かく質の高い治療・看護

に取り組んだほか、平成２６年度に

本格実施した療護看護プログラム

（新看護プログラム）について、そ

の取組の技術を一層向上させるた

めの研修に参加するとともに、平成

２７年度に策定した教育用マニュ

アルに基づく看護師の教育を推進

し、こうした取り組みにより脱却者

数が計画人数を上回り、さらに、懸

案であった関東西部地区における

新たな委託先病院について、平成２

８年５月からの患者受入に至る等、

年度計画を十分に達成しているも

のと判断しＢ評定とするものであ

る。  

  

 

＜課題と対応＞ 

療護センターへの入院待機状況

を把握しつつ、待機期間短縮に向け

た検討及び療護施設の今後のあり

方等について検討を行う。 

12



 

 
 

西部地区に新たな委託

病床を設置し、その後、

地理的要因や既存病床

の利用状況等を踏まえ

て、立地等のあり方に

ついて引き続き検討し

ます。 

 

④ 療護施設（療護セン

ター及び委託病床）に

おいては、上記①から

③までにより治療効果

を高め、中期目標期間

の最終年度までに遷延

性意識障害（脳損傷に

より自力移動・摂食が

不可能であるなどの最

重度の後遺障害）から

の脱却（注６）者数を９

５人以上とします。 

 

（注６）「脱却」とは、一

定の意思疎通・運動機

能の改善がなされた状

態をいう。 

③ 療護施設機能一部委

託病床（以下「委託病

床」という。）において、

療護センター長等会

議、看護部長会議等の

療護施設間連絡会議を

通じ、治療技術等の各

種情報を共有するなど

により、他の療護施設

との連携を図りつつ、

質の高い治療・看護を

実施します。 

 

④ 関東西部地区におけ

る新たな委託病床につ

いては、患者受入を速

やかに開始して適切な

治療・看護を行います。 

  また、委託先の選定・

設置後、地理的要因や

既存病床の利用状況等

を踏まえて、その後の

委託病床の立地等のあ

り方について、引き続

き検討します。 

 

⑤ 療護施設（療護セン

ター及び委託病床）に

おいては、上記①から

④までにより治療効果

を高め、平成２７年度

中の遷延性意識障害

（脳損傷により自力移

動・摂食が不可能であ

るなどの最重度の後遺

障害）からの脱却（注

５）者数を１９人以上

とします。 

  また、「遷延性意識障

害度評価表」を用いた

治療改善度を公表しま

す。 

  さらに、療護施設看

護の一環として、新看

護プログラム（注６）の

全部又は一部を実施す

るとともに、技術向上

を図ります。 

 

（注５）「脱却」とは、意

思疎通・運動機能等が

一定程度改善した状態

をいう。 

る遷延性意識障害者の回復に向けた治療・看護・リハビリテーション

に係る調査・研究を行うとともに、脳神経外科医等の医療スタッフの

人材育成支援を目的とする「一貫症例研究型委託病床」の公募に向け

た委託基準等の策定を行った。 

 

⑥治療効果等を高めた結果、脱却者は年度計画数の１９人を超える３０

人。 

 

⑦療護施設退院後に患者家族等の介護者が安心・安楽な在宅介護を実践

できること等を目的に７か所の療護施設において療護施設看護の一

環として、全部又は一部を実施してきた療護看護プログラム（新看護

プログラム）について、より一層の定着に向け、日本ヒューマン・ナ

ーシング研究学会及び日本脳神経看護研究学会の「意識障害・寝たき

り（廃用症候群）患者の生活行動回復看護（NICD）研修」に、各療護

施設から看護師を派遣し、技術の向上を図るとともに、平成２７年度

に策定した療護看護プログラムの教育用マニュアルに基づく看護師

の教育を推進した。 

 

⑧東北療護センターで導入したロボットスーツ HAL について、委託病床

の中村記念病院においてもリハビリで活用。 
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（注６）「新看護プログラ

ム」とは、療護施設を退

院した後に患者家族等

の介護者が安心・安楽

な介護を実践できるこ

と等を目的とした看護

プログラムをいう。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 療護施設の周知、知見・成果の普及促進 

  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

日 本脳神経

学 会等にお

け る研究発

表件数 

中期目標期

間の年度毎

に31件以上 

31 件 36 件 33 件 35 件 31 件 34 件 予算額（千円） － － － － －

達成度 － － 116.1％ 106.5％ 112.9％ 100.0％ 109.7％
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 3,392,081

短 期入院協

力 病院等の

ス タッフへ

の 研修実施

件数 

－ 

14 病院 

 

19 人 

17 病院 

 

28 人 

21 病院 

2 施設 

32 人 

21 病院

2 施設

37 人

24 病院

5 施設

50 人

21 病院

2 施設

37 人

経常費用（千円）

※注１～注３ 
2,908,890 3,241,032 3,239,712 3,295,184 3,403,974

療 護施設に

お けるＭＳ

Ｗ による相

談対応件数 

－ － 10,132 件 10,911 件 9,969 件 10,692 件 10,509 件
経常利益（千円）

※注１～注３ 
289 4,013 4,232 4,232 40,531

     
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

     
従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ③ 病院等の関係機関へ

の積極的な働きかけ等

を通じ、自動車事故被

害者及びその家族等に

対する療護施設（療護

センター及び委託病

床）の周知を徹底する。 

 

④ 療護センターで得ら

れた知見・成果につい

て、研究成果の公表、部

外の医師及び看護師等

に対する研修の実施等

を通じて、他の医療機

関等への普及促進を図

るとともに、在宅介護

者等への支援を進め

る。 

⑤ 病院等の関係機関へ

の積極的な働きかけ等

を通じ、自動車事故被

害者及びその家族等に

対して療護施設（療護

センター及び委託病

床）の確実かつ効果的

な周知を行います。 

 

⑥ 療護センターで得ら

れた知見・成果を他の

医療機関等において最

大限活用する観点か

ら、日本脳神経外科学

会及び日本意識障害学

会において研究発表を

年間３１件以上行うほ

か、部外の看護師等へ

研修を行うなど、他の

医療機関等への治療・

看護技術の普及活動を

積極的に行います。ま

た、療護施設における

メディカルソーシャル

ワーカー（注７）等によ

る退院に向けた援助

や、看護師のケア知識

やノウハウ等の周知を

積極的に行うことによ

り、在宅介護者等への

支援を進めます。 

 

（注７）「メディカルソー

シャルワーカー」とは、

入院患者や家族の退院

後の生活再建をサポー

トするため、社会福祉

の立場から患者や家族

の抱える心理的・社会

的な問題の解決・調整

を援助する専門職。 

⑥ 療護施設と主管支所

及び支所との連携によ

る病院等の関係機関へ

の積極的な働きかけ等

を通じ、自動車事故被

害者及びその家族等に

対して療護施設の確実

かつ効果的な周知を行

います。  

 

⑦ 療護センターで得ら

れた知見・成果を他の

医療機関等において最

大限活用してもらう観

点から、日本脳神経外

科学会及び日本意識障

害学会において研究発

表を年間３１件以上行

うほか、短期入院協力

病院・入所施設を始め

とする部外施設の看護

師等の研修を行うな

ど、他の医療機関等へ

の治療・看護技術の普

及活動を積極的に行い

ます。 

  また、中部療護セン

ターにおける岐阜大学

との連携大学院におい

て、研究指導等を行う

とともに、その研究成

果について学会発表等

を行います。 

 

⑧ 在宅介護者等に対す

る支援を進めるため、

療護施設において、主

管支所及び支所と連携

し、メディカルソーシ

ャルワーカー（注７）、

看護師等による転院先

情報の提供や在宅介護

に向けた援助を積極的

に行います。 

  また、患者の在宅移

行後においては、療護

センターの看護師等が

持つケア知識、ノウハ

＜主な定量的指標＞ 

日本脳神経学会等におけ

る研究発表件数 

 

＜その他の指標＞ 

・短期入院協力病院等の

スタッフへの研修実施

件数 

・療護施設におけるＭＳ

Ｗによる相談対応件数

 

＜評価の視点＞ 

療護施設の周知や知見・

成果の活用、在宅介護に

向けた援助が効果的にな

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

①療護施設の周知 

１）引き続き、各療護施設の事務職員及びＭＳＷが、病院等の関係機関

に対して、訪問又は電話により療護施設の周知を実施。 

特に、空床のある東北療護センターでは、主管支所・支所と連携し

て県内外の救急救命センター、救急科専門医指定病院、リハビリテー

ション病院等の主な病院を訪問し、入院促進のための積極的な広報活

動を実施。 

２）また、救命救急センター等の病院への訪問並びに被害者家族団体の

総会及び学習会への出席により、療護施設の周知を行うとともに、損

害保険会社の支払い担当部所に対し、被害者への周知について協力依

頼を実施。 

 

②療護施設の知見・成果の活用等 

１）年度計画を上回る３４件の学会での発表を実施。 

・７月２２・２３日に香川県高松市で開催された第２５回日本意識障

害学会で、医療、看護、リハビリテーションの各分野に亘る２８件

（千葉療護センター５件、東北療護センター７件、岡山療護センタ

ー４件、中部療護センター１２件（うち２件は連携大学院との共同

研究））の発表。 

・また、９月２９～１０月１日に福岡県福岡市で開催された日本脳神

経外科学会第７５回学術総会で、６件（千葉療護センター２件、中

部療護センター４件）の発表。 

２）短期入院協力病院及び短期入所協力施設の看護師等への研修とし

て、千葉療護センターにおいて４病院７人、東北療護センターにおい

て４病院６人、岡山療護センターにおいて１０病院１施設１８人、中

部療護センターにおいて３病院１施設６人、合計２１病院２施設３７

人に対する実務研修を実施。 

３）中部療護センターに開設した「連携大学院」について、平成２１年

度１人、２２年度１人、２３年度１人、２４年度２人、２６年度１人、

２８年度１人、合計７人が入学し、２８年度までに１人が修了。また、

２８年７月に開催された第２５回日本意識障害学会の場において研

究成果を発表。 

 

③在宅介護者等に対する支援等 

１）在宅介護者等にする支援を進めるため、療護施設において、ＭＳＷ

が１０，５０９件（対前年度比１．７％減）の相談や問い合わせ（退

院に関するものや退院後の患者家族による介護に関するもの等）に対

応。 

なお、退院後の患者家族による介護に関することについては、ＭＳ

Ｗや看護師等の持つケア知識、ノウハウ等のアドバイスを受け、情報

提供を行っている。 

また、患者家族に対し、よりきめ細やかに対応するため、各療護セ

ンターにおけるＭＳＷの体制を強化。 

２）機関誌「ほほえみ」に、新たに委託病床となった湘南東部総合病院

の紹介記事を掲載（２８年夏号）。 

３）千葉療護センター及び東北療護センターにおいて、短期入院空床状

況をホームページに掲載。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

引き続き、療護施設の周知徹底、

療護センターで得られた知見・成果

について他の医療機関等への普及

促進を図っているほか、在宅介護者

への情報提供に取り組んでおり、年

度計画を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするものである。

  

＜課題と対応＞ 

 引き続き、療護施設の確実かつ効

果的な周知を進めるほか、他の医療

機関等への治療・看護技術の普及活

動、在宅介護者等への支援を積極的

に行う。  

16



 

 
 

ウ等の情報提供を積極

的に行います。 

 

（注７）「メディカルソ

ーシャルワーカー」と

は、入院患者や家族の

退院後の生活再建をサ

ポートするため、社会

福祉の立場から患者や

家族の抱える心理的・

社会的な問題の解決・

調整を援助する専門

職。 

 

⑨ 療護センターにおけ

る短期入院について、

既存病床の稼働状況等

を踏まえつつ、更に利

用者利便に配慮した積

極的受入を図ります。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 介護料の支給等 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 4号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

介 護料支給
実績（受給者
数、支給額） 

－ 
4,758 人 

3,054 百万円 
4,796 人 

3,084 百万円 
4,789 人 

3,076 百万円 
4,784 人

3,039 百万円
4,777 人

3,041 百万円
4,776 人

3,053 百万円
予算額（千円） － － － － － 

訪 問支援実
施 率（計画
値） 

中期目標期
間最終年

度：前年度
末介護料受
給資格者数
に対する割
合 60％以上 

－ 40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 60％以上
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

訪 問支援実
施 率（実績
値） 

－ 40.6％ 46.3％ 49.5％ 55.2％ 60.6％ 66.3％
経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

達成度 － － 115.8％ 110.0％ 110.4％ 110.2％ 110.5％
経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

訪 問支援実
施人数 － 1,866 人 2,139 人 2,296 人 2,577 人 2,781 人 3,083 人

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

短期入院・入
所 費用助成
支 給者数及
び支給額 

－ 
756 人 

40 百万円 

972 人 

53 百万円 

1,043 人 

61 百万円 

1,091 人

58 百万円

1,182 人

69 百万円

1,265 人
70 百万円

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

介 護支援効
果 に関する
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.23 4.33 4.39 4.40 4.45 4.46
   

達成度 － － 108.3％ 109.8％ 110.0％ 111.3％ 111.5％
   

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 重度後遺障害者に対

して、被害等の状況に

応じて介護料を支給す

るとともに、介護家庭

への個別訪問を量的・

質的に充実させること

により、重度後遺障害

者及びその家族に対す

る支援を強化する。 

  なお、毎年度の訪問

支援実施割合につい

て、中期目標期間の最

終年度までに、前年度

末介護料受給資格者数

に対する割合を６０％

以上とする。 

② 国と連携しつつ、在

宅介護を受けている重

度後遺障害者が、メデ

ィカルチェックを受け

るため、また、その家族

の負担を軽減するた

め、安心して短期的に

病院や福祉施設を利用

するための支援措置を

検討し、実施する。 

 

③ 重度後遺障害者及び

その家族等を支援し、

そのニーズを把握する

観点から、相互に情報

交換や交流できる場を

設ける。また、機構は把

握したニーズに即した

支援の充実を図る。 

① 重度後遺障害者に対

して被害等の状況に応

じた介護料の支給を実

施することにより、効

果的な被害者救済を図

ります。また、介護料受

給者やその家族を精神

的な面で支援するた

め、全介護料受給資格

者に対して訪問支援を

毎年実施することを視

野に入れ、重度後遺障

害者宅への訪問支援を

充実・強化します。 

  なお、毎年度の訪問

支援実施割合につい

て、中期目標期間の最

終年度までに、前年度

末介護料受給資格者数

に対する割合を６０％

以上とします。このた

め、コーディネーター

（被害者支援専門員）

の養成を含め、質の向

上を図るために担当職

員の研修を実施しま

す。 

 

② 国と連携しつつ、重

度後遺障害者及びその

家族が安心して短期入

院協力病院（以下「協力

病院」という。）等へ短

期入院することや福祉

施設等へ入所すること

が可能となる支援措置

を検討し、必要な措置

を実施します。特に協

力病院への短期入院の

利用促進を図るために

は、協力病院が利用者

の要望を把握し、また、

利用者も各協力病院の

詳細な情報を把握する

ことが重要であること

から、協力病院スタッ

フとの意見交換会を実

施するほか、協力病院

① 重度後遺障害者に対

して被害等の状況に応

じた介護料の支給を適

切に行います。    

   また、「交通政策基本

計画」（平成２７年２月

１３日閣議決定）にお

ける「自動車事故被害

者等からの要望把握に

係る体制の整備等を通

じ、より効果的な被害

者支援の充実方策につ

いて検討する」という

趣旨を踏まえ、介護料

受給者並びにその家族

（以下「受給者等」とい

う。）への相談対応や情

報提供を目的とする訪

問支援を充実・強化し、

前年度末介護料受給資

格者数に対する割合を

６０％以上とします。 

  併せて、訪問支援の

際に必要な情報を効率

的に提供するための情

報端末の活用や訪問支

援結果の整理分析・共

有を通じて訪問支援の

効果的な推進に努める

とともに、療護施設、被

害者団体等と連携し、

介護不安の低減などの

支援内容の充実を図り

ます。 

 

② 介護料受給者の短期

入院協力病院及び短期

入所協力施設（以下「協

力病院等」という。）等

への短期入院・入所に

係る費用の助成を積極

的に行います。 

  また、各主管支所の

主催により、国土交通

省、協力病院等、療護施

設及び支所関係者並び

に被害者団体代表者が

参加する意見交換会を

＜主な定量的指標＞ 

・訪問支援実施率 

・介護支援効果に関する

評価度 

 

＜その他の指標＞ 

・訪問支援実施人数 

・介護料支給実績 

・短期入院・入所費用助

成支給実績 

 

＜評価の視点＞ 

重度後遺障害者及びその

家族等のニーズを踏まえ

た支援を実施している

か。 

＜主要な業務実績＞ 

①介護料の支給等 

１）介護料の支給 

・障害の程度、介護の状況等に応じ４，７７６人に対し、介護料３０

億５，２９０万円を支給。 

２）訪問支援の充実・強化 

・「被害者援護促進の日」（毎週木曜日）の有効活用のほか、訪問支援

システムを利用した訪問支援結果の整理・分析や情報共有等を効率

的に実施するとともに平成２８年度から訪問先等において同シス

テムの情報の閲覧・更新することが可能となるモバイル端末を導入

し、受給者等への情報発信を充実させるなど本部・全支所における

被害者援護業務の実施体制を強化したこと等により、前年度末介護

料受給資格者４，６４８人に対する訪問支援の実施割合は、年度計

画の６０％を大幅に上回る６６．３％（３，０８３人）と中期計画

目標値を達成。 

・訪問支援の結果については、療護施設、協力病院等や被害者団体等

との意見交換等の場においても活用し、より効果的な訪問支援を推

進。 

３）被害者援護業務の一層の周知 

（日本損害保険協会等を通じた周知活動） 

・昨年度に引き続き、日本損害保険協会及び全国共済農業協同組合連

合会に対し、介護料制度を中心としたＮＡＳＶＡの被害者援護業務

の周知依頼をトップセールスにより実施し、被害者援護業務のリー

フレット等の配布の協力を得た。 

（日本福祉用具供給協会を通じた周知活動） 

・介護ベッドや介護用イス等福祉用具の販売、レンタルを行う事業者

の唯一の全国団体である日本福祉用具供給協会の協力により、平成

２８年１０月１２日から１４日の間、東京で開催された国際福祉機

器展における同協会のブース内に、介護料を中心とした NASVA の被

害者援護業務の周知を図るためパンフレットを設置。 

（車椅子メーカーを通じた広報・周知依頼） 

 ・交通事故被害者と接する機会が多い国内大手の車椅子メーカーに対

して、ＮＡＳＶＡの被害者援護業務について広報を行うとともに周

知依頼を実施。 

 

②短期入院・短期入所協力病院等の利用促進 

１）短期入院・入所費用に係る助成 

・受給者及び介護者のニーズの高い短期入院・入所について、対前年

度８３人増の１，２６５人に対して、患者移送費、ヘルパー等費用、

室料差額及び食事負担額として約６，９９４万円の費用を助成。 

２）意見交換会の開催等による協力病院等の利用促進 

・協力病院等への短期入院・入所の利用促進を図るため、国土交通省、

協力病院等、ＮＡＳＶＡ本部・支所及び被害者団体代表者が参加す

る意見交換会を各主管支所で開催。情報共有と事例検討による利用

促進に向けた協議を実施。 

・協力病院等の患者等の受入条件・環境（個室の有無、看護体制等）

等について、協力病院等への訪問や協力病院等での交流会の開催を

通じて把握し受給者等に案内するとともに、受給者等の要望を協力

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

介護料の適切な支給を行ったこ

とをはじめ、訪問支援については、

「被害者援護促進の日」（毎週木曜

日）を有効活用するとともに、訪問

支援システムを活用した業務の効

率化等により、実施割合が６６．

３％と中期計画の目標値を達成し

ているほか、短期入院協力病院等の

利用促進や交流会の実施等につい

ても確実に取り組んでいる。 

 また、日本損害保険協会及び日本

福祉用具供給協会等を通じた被害

者援護業務の周知活動も実施する

など、被害者援護業務の一層の拡大

に向けた取組を行っており、年度計

画を十分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものである。 

  

＜課題と対応＞ 

 引き続き重度後遺障害者に対し

て被害等の状況に応じた介護料の

支給を適切に行うとともに、介護料

受給者及びその家族等への訪問支

援の充実・強化を図るなど、重度後

遺障害者及びその家族等のニーズ

を踏まえた支援を実施する。 
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が提供するサービスの

内容を調査し、利用者

へ的確に情報提供しま

す。 

 

③ 重度後遺障害者及び

その家族等の交流会の

開催等により、相互の

情報交換や交流を通じ

た支援を実施します。 

また、交流会等によ

り得られた重度後遺障

害者及びその家族等の

在宅介護に関する知

識・技術等のニーズに

即した支援を検討し実

施します。 

 

④ 以上の施策を実施す

ることにより、重度後

遺障害者の家族に対す

る５段階評価の調査に

おける介護支援効果に

関する評価度につい

て、中期目標期間の年

度毎に４．０以上とし

ます。 

開催し、短期入院協力

病院・短期入所協力施

設制度及び短期入院・

入所に係る助成制度の

利用促進と円滑運用を

図ります。 

  さらに、協力病院及

び協力施設（以下「協力

病院等」という。）への

訪問、協力病院等での

交流会の開催、短期入

院・入所に際しての担

当窓口及び利用者との

連絡等により、受入環

境を把握した上で、受

給者等に情報提供を行

うとともに、受給者等

からの要望を協力病院

等に伝えるなど、受給

者等と協力病院等との

間を「つなぐ」取組及び

利用前から利用後まで

のフォローアップを実

施します。加えて、上記

活動を通し、協力病院

等の実情や、受給者等

のニーズ等を整理分析

し、短期入院・入所の効

果的な推進に努めま

す。 

 

③ 療護施設、協力病院

等、関係自治体及び被

害者団体と連携を密に

して交流会への協力を

求め、受給者等が参加

する交流会を開催する

とともに、機関誌の活

用等により、情報交換

や交流を通じた受給者

等の支援を実施しま

す。 

  また、協力病院等の

施設情報を提供する

他、災害時の緊急連絡

先の把握、安否確認の

実施、防災情報の提供

等ニーズに即した支援

の充実に努めます。 

  加えて、上記活動を

通し、引き続き主管支

所及び支所単位での、

関係被害者団体等との

病院等へ情報提供するなど、受給者等と協力病院等との間をつなぐ

取組を行うとともに、受給者等と協力病院等に対する利用前後での

相談・フォローアップを通じて協力病院等の利用を促進。 

・有識者、被害者団体、国土交通省及びＮＡＳＶＡで構成する被害者

救済対策に係る意見交換会（国土交通省主催）により、受給者等の

ニーズを踏まえた協力病院等の利用促進、必要な人に必要な情報が

行き届く効果的な制度の周知方法等を検討。 

 

③受給者等の交流会の開催等 

・全国４８支所で延べ５６回開催。 

・交流会の場において、療護施設、協力病院等、行政等関係機関の協

力を得て災害対策キットの講習会や成年後見人制度に関する勉強

会等を開催、機関誌「ほほえみ」の活用等による介護料受給者の活

動の紹介、療護施設・協力病院等の施設情報や防災情報等に関する

情報提供、受給者等の災害時安否確認のための緊急連絡先の把握な

ど、ニーズに即した支援を実施。 

・なお、平成２８年４月に発生した熊本地震や他の災害時において、

被災県等の受給者に対し安否確認を実施。 

 

 

④コーディネーター候補者及び被害者援護担当者等への研修の実施 

・引き続き、被害者援護担当職員の資質向上のため、自賠責保険制度

や被害者援護に係る各業務の実務内容に関する研修を実施。 

・被害者援護業務に係る専門的かつ高度な業務を専従的に行うコーデ

ィネーター養成とともに、在宅介護をより深く理解できるよう、前

記講義のほか、療護センターにおいて８日間にわたり遷延性意識障

害者の日常生活の看護、生体情報、看護物品等の知識の習得等の実

技研修を実施。 

・また、埼玉支所に介護料業務を行う事故対策事業推進員を配置。 

 

⑤介護支援効果に関する評価度 

  介護料受給者の家族に対するアンケート調査（５段階評価）の結果、

目標値の４．０を上回る４．４６の評価。 
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交流を進めます。 

 

④ 以上の施策を強力に

推進するため、コーデ

ィネーター（被害者支

援専門員）の養成を更

に進めるとともに、被

害者援護業務に専念さ

せます。 

  また、事故対策事業

推進員の配置を見直

し、訪問支援を担当す

る事故対策事業推進員

の大規模支所等への配

置を進めます。 

  併せて、支援の質を

向上させるため、幅広

い職員を対象に、被害

者援護業務のスキルを

アップするための研修

を実施します。 

 

⑤ 以上の施策を実施す

ることにより、介護負

担の軽減や介護不安の

低減などを図り、受給

者等に対する介護支援

効果に関する５段階評

価の調査における評価

度（平成２８年度）を、

４．０以上とします。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 交通遺児等への生活資金の貸付 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 5号及び第 6号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交 通遺児等

貸付実績（貸

付 人数及び

貸付額） 

－ 
426 人 

103 百万円 

366 人 

89 百万円 

301 人 

73 百万円 

253 人

62 百万円

212 人

48 百万円

166 人
38 百万円

予算額（千円） － － － － － 

新 規貸付人

数 （上記内

数） 

－ 39 人 46 人 32 人 41 人 23 人 8 人
決算額（千円） 

※注１～注３ 
414,161 434,010 437,159 415,708 395,644

「 友の会の

集い」参加人

数 

－ 615 人 907 人 794 人 757 人 722 人 762 人
経常費用（千円）

※注１～注３ 
450,775 469,912 473,534 453,461 434,719

交 通遺児へ

の 精神的支

援 に関する

評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.51 4.57 4.58 4.63 4.66 4.64
経常利益（千円）

※注１～注３ 
41,705 △5,452 △26,183 △25,704 50,887

達成度 
－ － 114.3％ 114.5％ 115.8％ 116.5％ 116.0％

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

 
    

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「貸付業務」の実績額（貸付業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 交通遺児等に対して必

要な生活資金の貸付を行

うとともに、精神的支援

を効果的に実施する。 

① 交通遺児等に対して

生活資金の貸付を行う

ことにより、被害者救

済を図ります。 

また、交通遺児家族

等同士の交流を促進す

るなどにより、精神的

支援を効果的に実施し

ます。 

 

② ①の施策を実施する

ことにより、被害者に

対する５段階評価の調

査における精神的支援

に関する評価度につい

て、中期目標期間の年

度毎に４．０以上とし

ます。 

① 交通遺児等に対して

生活資金の貸付を行い 

ます。 

また、交通遺児家族

等相互の交流を促進す

るため、子供を主体と

した自然教室等による

友の会の集い及び家族

同士や保護者のための

交流会を効果的に実施

するなど、交通遺児等

の健全な育成を図る精

神的支援を強化しま

す。 

 

② ①の施策を実施する

ことにより、被害者に

対する５段階評価の調

査における精神的支援

に関する評価度（平成

２８年度）について、

４．０以上とします。 

＜主な定量的指標＞ 

交通遺児への精神的支援

に関する評価度 

 

＜その他の指標＞ 

・交通遺児等貸付実績 

・新規貸付人数 

・「友の会の集い」参加人

数 

 

＜評価の視点＞ 

精神的支援が効果的に

実施されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）交通遺児等１６６人に対し、３８百万円の無利子貸付を実施。 

２）交通遺児及びその保護者等を対象とした「友の会」を運営し、次の

とおり精神的支援を実施。 

 

（友の会の集い） 

・被害者家族同士の交流の場として「友の会の集い」を実施。４９支

所において７６２人が参加。 

・保護者同士の意見交換の場の「保護者交流会」を友の会の集い開催

時を含め、延べ１１３回実施。 

・「子供のみの集い」の実施 

（友の会コンテスト） 

・平成２８年度は「書道コンテスト」を実施。応募総数４０４作品の

中から７５作品が各賞を受賞し、本部及び各主管支所等において表

彰式を開催。 

（企業等による支援） 

・企業・団体からの招待により、１６社等の主催のイベント等に友の

会会員７１８人が参加。 

 

交通遺児友の会会員に対するアンケート調査（５段階評価）の結果、目

標値の４．０を上回る４．６４の評価。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

交通遺児等家族の友の会の集い、

保護者交流会、友の会コンテストな

どＮＡＳＶＡならではの精神的支

援を着実に実施していることから、

年度計画を十分に達成しているも

のと判断しＢ評定とするものであ

る。  

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、友の会の集いや保護者

交流会などを効果的に実施し、交通

遺児等への精神的支援を強化する。

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ 自動車事故被害者等への情報提供・相談対応 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交 通事故被

害 者ホット

ラ イン受付

件数 

－ 2,745 件 3,081 件 3,157 件 3,234 件 2,997 件 2,309 件 予算額（千円） － － － － － 

在 宅介護相

談 窓口相談

件数 

－ － 2,378 件 2,126 件 1,623 件 1,714 件 1,613 件
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 395,644

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 434,719

 
    

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 50,887

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

 
    

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 自動車事故被害者等へ

の情報提供や相談対応を

的確に実施する。 

自動車事故の被害者等

からの問い合わせに対

し、機構の各種援護制度

や他機関の援護制度・事

故相談・訴訟・病院等に関

する総合的な情報提供や

相談対応を関係機関と連

携して的確に行います。 

 さらに、機関誌やホー

ムページの活用により各

種情報を発信します。 

① 情報案内サービス

（交通事故被害者ホッ

トライン）を実施し、自

動車事故の被害者等か

らの問い合わせに対

し、機構の各種援護制

度を提供するととも

に、他機関の援護制度・

事故相談・訴訟・病院・

被害者団体等に関する

総合的な情報提供を行

うとともに、地方公共

団体、病院等に情報案

内サービスの周知を行

うほか、他の機関の主

催する会議等積極的に

参加し、機構の各種援

護制度の周知に努めま

す。 

また、的確な情報提

供を行うため、情報案

内サービスに従事する

者への研修等を行いま

す。 

 

② 平成２７年度に創設

した被害者援護員につ

いて、これまで家庭相

談員が行っていた交通

遺児等に対する相談業

務のほか、平成２７年

度に業務に追加した訪

問支援についても適切

に業務が行えるよう研

修を行う等、訪問支援

体制の強化・充実に努

めます。 

 

③ 本部及び主管支所の

在宅介護相談窓口にお

いて、受給者等への相

談支援を実施するとと

もに、関係支所との支

援結果の共有や必要に

応じた被害者団体との

連携により、訪問支援

と相まって、相談対応

及び情報提供の充実を

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・交通事故被害者ホット

ライン受付件数 

・在宅介護相談窓口相談

件数 

 

＜評価の視点＞ 

被害者等のニーズに応

じた相談対応がなされて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

①ホットライン利用向上のための取組み 

１）引き続き以下の取組みを実施した結果、受付件数２，３０９件、相

談窓口紹介件数は４，１９６件。 

・ホットラインのロゴをあしらったチラシとマグネットシールを作成

し、「ナスバギャラリーＩＮ東京」、「交通安全。アクション２０１６」

等の集客イベントの場のほか、政府主催の各シンポジウム等にて配

布。 

・ホットラインのアウトバウンド業務により、救命救急病院、回復期

リハビリ病院に対し周知を実施。 

・「被害者援護制度紹介リーフレット」にホットラインの利用例を掲載

し、各主管支所等から各関係機関へ周知。 

２）情報案内サービスに従事する者（オペレーター）が的確に情報提供

ができるよう、以下の研修を実施。 

・自賠責保険・共済紛争処理機構に対しオペレーターが訪問し、相談

窓口担当からの講義の後、質疑応答を実施。 

・オペレーターに対し、ＮＡＳＶＡの被害者支援制度の講義を実施。 

 

②被害者援護員（旧 家庭相談員）に対する研修 

・家庭相談員からシフトした被害者援護員が適切な対応を行うため、

各主管支所において、管内の援護員に対し、相談業務に必要な知識

の付与、各自の相談業務の実体談の共有や他機関の各種救済制度の

情報交換を行うとともに、ＮＡＳＶＡ被害者支援制度の周知策につ

いて実施。 

 

③介護に関する相談窓口における相談支援の実施 

・引き続き各主管支所の介護福祉士等の資格を持つ在宅介護相談員

が、療護施設と連携して１，６１３件の相談に対応し、介護に関す

る知識・技術の提供等を実施。 

・主な相談内容は「介護料制度や介護用品に関する問い合わせ」、「協

力病院や他の受給者が利用している病院、近くの病院の情報」、「在

宅介護サービス」等。 

 

④被害者援護に係る各種情報発信 

・機関誌「ほほえみ」を年 4回発行し介護料受給者を対象に配布。特

集記事として、関東地区で新たに開設されたＮＡＳＶＡの委託病床

である湘南東部総合病院の紹介や自然災害等に備える防災情報の

紹介等、受給者から要望のあった有益な記事を掲載。 

・国土交通省と連携し、ＮＡＳＶＡホームページ内に介護者亡き後問

題に関する情報を引き続き掲載。 

・市原刑務所における「被害者視点を取り入れた教育」プログラムで

の講義の実施（計３回） 

：受刑者に対し、『自らの犯罪と向き合うことで犯した罪の大きさや

被害者及びその家族の心情を認識させ、被害者及びその家族に誠

意を持って対応していく意識とともに、再び罪を犯さない決意を

固めさせる』ことを目的としてプログラム編成がなされており、

ＮＡＳＶＡは安全指導業務でのドライバー等に対する教育の経

験や直接に被害者と接する中で培った幅広い知見を基に講義を

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

交通事故被害者ホットラインに

よる情報案内サービス、在宅介護相

談窓口における相談支援を実施す

るとともに、介護者なき後問題を始

めとする必要な情報の提供も継続

して行っている。また、家庭相談員

を訪問支援業務等、被害者援護業務

全般に関わる被害者援護員へシフ

トさせるといった新たな取組も開

始した。更に、市原刑務所の受刑者

に対する重度後遺障害者の置かれ

た実態に関する講義を実施し、被害

者の思いを代弁するＮＡＳＶＡな

らではの新たな被害者支援策を確

立させており、年度計画を十分に達

成しているものと判断しＢ評価と

するものである。 

  

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、交通事故被害者等に対

する相談支援の充実、各種情報の発

信を積極的に行う。 
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図ります。 

 

④ 協力病院等や防災関

係など受給者等のニー

ズに係る情報、被害者

援護業務に係る各種情

報及び介護者なき後に

備えるための情報につ

いて、機関誌、ホームペ

ージ等を積極的に活用

し、効果的に提供しま

す。 

行うとともに、被害者の加害者に対する声なき声を伝えた。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―１ 自動車アセスメント情報提供業務 衝突安全性能評価 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要度、難易度 重要度：高（「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１

２月２４日閣議決定）及びこれに先立って示された与党提言等の政府決定

に基づく取組であるため。） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

旧 車種の評

価 指標平均

値（乗員保護

性 能  運転

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.78 5.56 33.49

旧 ：116.9 

後継：119.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 ：125.8 

後継：127.9 
予算額（千円） － － － － － 

後 継車種の

評 価指標平

均値（乗員保

護 性能  運

転席） 

5.67 5.67 5.89 33.82
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

達成度 
－ － 98.1％ 105.9％ 101.0％

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

旧 車種の評

価 指標平均

値（乗員保護

性 能  助手

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.67 5.43 22.13
経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

後 継車種の

評 価指標平

均値（乗員保

護 性能  助

手席） 

5.33 5.89 5.86 22.76
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

達成度 
－ － 103.9％ 107.9％ 102.8％

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

旧 車種の評

価 指標平均

値（歩行者頭

部保護性能） 

中期目標期間

の年度毎に、

後継車種の評

価指標平均値

が、旧車種の

評価指標平均

値以上。 

3.67 3.56 3.00 2.95

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

後継車種の評

価指標平均値

（歩行者頭部

保護性能） 

4.00 4.33 4.44 3.42
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達成度 
－ － 121.6％ 148.0％ 115.9％ 102.1％ 101.7％

フ ァイブス

タ ー獲得車

種数 

－ 3 車種 6 車種 7 車種 10 車種 5 車種 6 車種

平 均評価得

点数 
－ 176.8 180.4 181.4 182.1 180.9 182.3

最 高評価得

点数 
－ 179.6 184.8 189.7 188.8 188.2 199.7

満 足度評価

（計画値） 

中期目標期

間の年度毎

に 4.0 以上 

4.16 4.00 4.02 4.10 4.46 4.52

達成度 
－ － 100.0％ 100.5％ 102.5％ 111.5％ 113.0％

      

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 国及び関係機関と連

携しつつ、閣議決定を

踏まえ引き続き機構で

実施するとともに、内

容の一層の充実を図

る。 

 

② 車両の安全性能に関

する公正でわかりやす

い情報提供を進めるこ

とにより自動車メーカ

ーの安全な車の開発意

識を高めるとともに、

アセスメント試験の質

の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安

全性能に関する試験内

容や評価方法の改善を

図る。また、海外機関と

の情報交換等により試

験開発能力の向上を図

るとともに、外部評価

を行い、その内容を国

民にわかりやすい形で

情報提供する。 

① 「独立行政法人改革

等に関する基本的な方

針」（平成２５年１２月

２４日閣議決定）を踏

まえ、引き続き機構で

実施するとともに、内

容の一層の充実を図り

ます。 

 

② 効率的かつ公正な自

動車アセスメントを実

施することにより、自

動車メーカーの安全な

車の開発意識を高める

とともに、ユーザーが

安全な車を選択しやす

い情報を提供します。 

  これにより安全性能

に係る指標について、

中期目標期間の年度毎

に、過去に自動車アセ

スメントを実施した車

種の後継車種の評価指

標の平均値が、旧車種

の評価指標の平均値以

上となるようにしま

す。 

 

 

自動車アセスメント情

報提供業務について、内

容の一層の充実を図るべ

く、国土交通省告示及び

自動車アセスメント評価

検討会（以下「検討会」と

いう。）の方針に基づき、

以下の取組を確実に実施

します。 

 

① 国土交通省告示に定

められた自動車アセス

メントの評価につい

て、平成２８年度から

新たに実施する衝突被

害軽減制動制御装置

[対歩行者]の性能評価

も含めて、公正かつ効

率的に評価試験を実施

することにより、自動

車メーカーの安全な車

の開発意識を高めると

ともに、ユーザーが安

全な車を選択しやすく

なるような情報の提

供・環境の整備を図り

ます。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・後継車種の評価指標平

均値が旧車種の評価指

標平均値以上 

・満足度評価 

 

＜その他の指標＞ 

・ファイブスター獲得車

種数 

・平均評価得点数 

・最高評価得点数 

 

＜評価の視点＞ 

自動車メーカーによる安

全な車両の開発意識の向

上と、ユーザーの利用度・

満足度の向上に繋がる取

組がなされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・衝突安全性能評価１１車種、予防安全性能評価２２車種、チャイル

ドシート安全性能評価７製品について試験を実施。 

・衝突安全性能評価においては、最高評価であるファイブスターを６

車種が獲得したほか、平均得点が昨年度に引き続き１８０点を超

え、歩行者保護エアバッグを装着した車両においては過去最高得点

の１９９．７点を獲得。 

・予防安全性能評価においては、試験項目増に伴い、評価平均点の増

加により、事故低減効果が見られた。 

 

・平成２８年度の衝突安全性能試験の結果について、旧モデルで評価

を受けたことがある車種（６車種）の得点の平均値を、現在の条件

で総合評価した場合の新旧の比較を行ったところ、旧モデルの平均

が１２５．８点であったのが、後継車種では平均が１２７．９点（満

点は１４５点）となり、後継車種が旧車種を上回った。 

 

・自動車アセスメント結果発表会、全国各地で開催した自動車アセスメ

ント広報イベントに来場頂いた自動車ユーザー等に対する５段階評

価による調査の結果、有効回答数約７千件において、４．５２の評価

を得た。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

多くの車種について効率的かつ

公正な試験・評価に取り組み、衝突

安全性能評価においては、引き続き

高い得点で推移しているとともに、

旧モデルで評価を受けた車種にお

ける後継車種の得点の平均値が旧

モデルを上回ったほか、予防安全性

能評価においては、試験項目増に伴

い、評価平均点の増加により、事故

低減効果が見られた等、死亡事故の

中で歩行中の事故の比率が最も高

い昨今の交通事故傾向を踏まえた

自動車メーカーの安全な車の開発

意識の向上が数値に表れており、年

度計画を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするものである。

  

＜課題と対応＞ 

自動車メーカーの安全な車の開

発意識の向上に向け、引き続き効果

的な方策について検討を行う。  

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―２ 自動車アセスメント情報提供業務 予防安全技術試験等 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

  
    予算額（千円） － － － － － 

 
    

決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
    

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 国及び関係機関と連

携しつつ、閣議決定を

踏まえ引き続き機構で

実施するとともに、内

容の一層の充実を図

る。 

 

② 車両の安全性能に関

① 「独立行政法人改革

等に関する基本的な方

針」（平成２５年１２月

２４日閣議決定）を踏

まえ、引き続き機構で

実施するとともに、内

容の一層の充実を図り

ます。 

④ 検討会で定める工程

表（ロードマップ）に基

づき、新たな評価項目

を導入する、あるいは

既存の評価項目を改善

するための以下のよう

な調査研究を実施しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
予防安全技術の試験方法、

＜主要な業務実績＞ 
○評価内容の改善、新たな評価項目の導入等の実施 
  国交省の検討会で定めたロードマップに基づき、調査・研究等を行うこ

とにより、評価内容の改善、新たな評価項目の導入等を実施した。 
（１）フルラップ前面衝突試験及び側面衝突試験の試験方法改訂に係る調

査研究 
ロードマップにおいて、平成 30 年より「新たな試験条件による性能

評価を導入」することとしており、これに向けて搭載ダミー等の検討や

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 
予防安全性能評価について、歩行者

に対する衝突被害軽減ブレーキの評

価を新たに実施するため評価方法の

策定を行い、試験を実施した。夜間に

おける歩行者に対する衝突被害軽減

ブレーキの評価開始に向けた調査研

究を実施した。   
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する公正でわかりやす

い情報提供を進めるこ

とにより自動車メーカ

ーの安全な車の開発意

識を高めるとともに、

アセスメント試験の質

の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安

全性能に関する試験内

容や評価方法の改善を

図る。また、海外機関と

の情報交換等により試

験開発能力の向上を図

るとともに、外部評価

を行い、その内容を国

民にわかりやすい形で

情報提供する。 

② 効率的かつ公正な自

動車アセスメントを実

施することにより、自

動車メーカーの安全な

車の開発意識を高める

とともに、ユーザーが

安全な車を選択しやす

い情報を提供します。 

  これにより安全性能

に係る指標について、

中期目標期間の年度毎

に、過去に自動車アセ

スメントを実施した車

種の後継車種の評価指

標の平均値が、旧車種

の評価指標の平均値以

上となるようにしま

す。 

 

④ ②及び③の施策を実

施することにより、ユ

ーザーに対する５段階

評価の調査における利

用度・満足度について

の評価度について、中

期目標期間の年度毎に

４．０以上とします。 

ア 衝突安全性能評価に

ついて、事故実態等を

踏まえた前面衝突時及

び側面衝突時の乗員保

護性能評価の見直しの

ために必要な基礎調査

等を実施します。 

イ 予防安全性能評価に

ついて、 車線維持支援

制御装置及び車線逸脱

防止装置の評価を平成

29年度から実施するた

めの試験・評価方法の

作成等に必要な調査研

究を実施します。 

 

⑤ 自動車アセスメント

の試験・評価方法は日

本の事故実態を基に策

定しているが、自動車

は国際商品であるた

め、その内容が国毎に

大きく異なると自動車

の開発に支障を来すこ

とになることから、自

動車アセスメントの試

験方法ができるだけ国

際的に調和されたもの

となるように諸外国の

自動車アセスメント機

関との連携を行いま

す。 

 

⑥ 業務改善状況等につ

いてタスクフォースに

より外部評価を行い、

その結果をホームペー

ジ等で公表します。 

 

評価方法の導入が着実に

なされているか。海外のア

セスメント機関から得た

情報を試験方法の改善等

に繋げているか。 

その閾値の検討を行い、試験方法及び評価法を作成するための調査研

究を行った。 
 

（２）自動車アセスメントにおける新たな評価の導入に係る調査研究 
衝突安全性能に関する総合評価の見直しに係る交通事故分析（予防

安全の評価と同じように個々の評価試験による効果予測値を基準とし

た配点に見直し）及びロードマップに示されている衝突試験形態の必

要性に係る交通事故分析を行った。 
 
（３）「衝突被害軽減ブレーキ［対歩行者：夜間］等の試験・評価方法に係

る調査研究 
  夜間の対歩行者事故防止のための衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者

AEBS［夜間］）及び高機能前照灯（AHB／ADB）を自動車アセスメン

ト評価試験に導入するにあたり、試験条件や評価法を策定するための

事故分析及び実車を用いてのデータ収集を行った。 
 
（４）「車線維持支援制御装置（LKAS）に係る試験・評価方法の調査研究 
   車線逸脱防止装置の自動車アセスメント評価試験の導入に向け、試

験方法や評価法を検討するために必要な走行データを実車を用いて収

集し、得られたデータ等を基に当該装置の試験方法及び評価法を策定

した。 
 
○新たな評価項目の導入等のための調査・研究の内容及び広報活動を充実

させるため、海外の自動車アセスメント関係機関から評価に関する情報

を収集。  
（１）８月１日に来日したＥｕｒｏＮＣＡＰ及びＩＩＨＳに対し、自動車ア

セスメント予防安全性能評価について情報交換を行った。 
 
（２）８月２日開催された「２０１６ＥｕｒｏＮＣＡＰフォーラム」に参加

するとともに、各国のテスト機関との情報交換を行った。 
 
（３）１０月２６日から２９日に開催されたグローバルＮＣＡＰ年次会合

に出席し、日本における現在の取組と課題、ＪＮＣＡＰをロードマップ

に基づき進めて行く場合に必要となる、①新たな評価項目導入に関す

る課題、②広報のあり方等について情報収集・意見交換を行った。 
 

 さらに、新たな評価項目の導入等の

ための調査・研究の内容を充実させる

ため、また、広報活動を充実させるた

め、海外の自動車アセスメント関係機

関との情報交換等を積極的に進めて

いる。 
 以上のとおり、年度計画を十分に達

成しているものと判断し、Ｂ評価とす

るものである。 
  
 
＜課題と対応＞ 
 予防安全技術の一層の充実に向け、

夜間の歩行者事故対策に係る調査研

究に取り組むほか、機構が保有する医

学的知見を有効活用するなどして専

門家と連携したアセスメント事業の

取組について検討を行う。 
 
 
 
 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―３ 自動車アセスメント情報提供業務 わかりやすい情報提供 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

自 動車アセ

ス メントＨ

Ｐ アクセス

件数 

－ － － 352,711 件 452,173 件 443,862 件 406,771 件 予算額（千円） － － － － － 

自 動車アセ

スメント 

パ ンフレッ

ト配布数 

－ － 約 69 万部 約 62 万部 約 75 万部 約 190 万部 約 180 万部
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

広 報活動実

施回数 
－ － ２回 ２回 １１回 ３１回 ９０回

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
    

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 車両の安全性能に関

する公正でわかりやす

い情報提供を進めるこ

とにより自動車メーカ

ーの安全な車の開発意

③ パンフレット配布、

ホームページの構成改

善、試験の公開、イベン

トの開催等により、ア

クセスしやすい、わか

②  自動車アセスメント

の評価結果、自動車の

安全装備等の情報を、

以下の手段により、分

かりやすく利用しやす

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・自動車アセスメントＨ

＜主要な業務実績＞ 

○パンフレット、ホームページの改善等 

・パンフレットよりもさらに容易に自動車アセスメント情報に触れて

もらうため、ＱＲコードを記載したチラシを新たに作成し、各イベ

ントのほか、全国の自動車販売店、整備事業者、道の駅、運転免許

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 

 新たな広報手段として、多くの人

に容易に自動車アセスメント情報

に触れてもらうため、新たにチラシ

を作成し各イベント等において広
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識を高めるとともに、

アセスメント試験の質

の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安

全性能に関する試験内

容や評価方法の改善を

図る。また、海外機関と

の情報交換等により試

験開発能力の向上を図

るとともに、外部評価

を行い、その内容を国

民にわかりやすい形で

情報提供する。 

りやすい情報提供をユ

ーザーに行います。 

 

④ ②及び③の施策を実

施することにより、ユ

ーザーに対する５段階

評価の調査における利

用度・満足度について

の評価度について、中

期目標期間の年度毎に

４．０以上とします。 

 

⑦ 業務改善状況等につ

いてタスクフォースに

より外部評価を行い、

その結果をホームペー

ジ等で公表します。 

い形で自動車ユーザー

等に伝えることによ

り、より安全な自動車

の普及を促進します。 

 

ア 自動車アセスメント

評価結果等を掲載した

より安全な自動車の必

要性が伝わるようなチ

ラシ、パンフレット等

の広報資料を、自動車

アセスメントの評価結

果と合わせて作成し、

広報イベントや自動車

販売店などで配布でき

るようにする。 

 

イ ホームページにおけ

る自動車アセスメント

の評価結果や自動車の

安全装備等の情報を、

自動車ユーザーが分か

りやすく利用しやすい

形で提供できるように

するとともに、評価結

果の入力方法を改善す

ることにより、誤掲載

のリスクの削減、効率

化等を図る。 

 

ウ 被害者援護業務等と

の連携も図りながら、

広報イベントを開催す

ることにより、自動車

アセスメントの認知度

を向上し、その評価結

果などが自動車の購入

の際に利用されるよう

にする。 

 

③ 以上の施策を実施す

ることにより、ユーザ

ーに対する５段階評価

の調査における利用

度・満足度についての

評価度（２８年度）につ

いて、４．０以上としま

す。 

 

Ｐアクセス件数 

・自動車アセスメントパ

ンフレット配布数 

 

＜評価の視点＞ 

ユーザーのニーズに沿っ

たわかりやすい情報提供

がなされているか。 

センター等で配布した。 

・各種パンフレットについては、アセスメントの概要がより理解され

やすいよう、掲載内容の構成を見直したほか、より安全な車選びの

必要性を認識していただくための「より安全な車選びのためのチェ

ックリスト」を掲載するなどの工夫を施した。 

・衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）試験の導入に伴い、その評価結

果を分かりやすく示した図や動画を作成し、ホームページやパンフ

レットに掲載した。 

 

○自動車アセスメント結果発表会の実施 

 ・平成２８年１２月１日 報道関係者を招き、「平成２８年度前期自

動車アセスメント結果発表会」、歩行者に

対する被害軽減ブレーキ評価試験のデモ

ンストレーション及び体験乗車を実施。報

道関係者６０名が来場し、テレビ報道をは

じめ、各種の媒体において多数、報道され

た。（テレビ５局、新聞１紙、ネット媒体１８０件） 

・平成２９年５月２９日 「平成２８年度自動車アセスメント結果

発表会」を開催し、試験結果を公表すると

ともに、「衝突安全性能評価ファイブスタ

ー賞」、「衝突安全性能評価大賞」、「衝突安

全性能評価特別賞」を授与し、あわせて「歩

行者保護エアバックの展開デモンストレ

ーション」を実施。報道関係者５３人、一

般来場者約６，０００人が来場し、結果発

表後１週間において、延べ１１６回アセス

メント結果発表会に関する報道がなされ

た。 

 

○本部・地方における広報活動の充実 

・自動車アセスメント等の認知度向上や社会的意義をより広く伝達す

るため、主管支所等における試験車両の展示等のアセスメント広報

活動を効果的に実施するため、主管支所等の担当職員への研修を実

施。 

・自動車アセスメントに関する講演を行い幅広い周知を行った。 

  平成２９年２月 ７日 警察大学校（東京） 

  平成２９年２月２２日 徳島県自動車整備振興会指定協議会総 

会での特別講演（徳島県） 

   平成２９年２月２４日 2016 年度第６回技術講習会（愛知県） 

 ・アセスメント情報を全国の幅広く多くの方々に知ってもらうため、

本部・主管・支所単位で試験車両の展示、チャイルドシートの取り

付体験等自動車アセスメントを中心とした広報活動をあらゆる機

会を捉えて全国で９０回実施。また、これ以上の自動車事故被害者

を生み出さないため、絵画や写真等の交通事故被害者等の創作作品

を展示し、自動車アセスメント事業がより安全な自動車の普及に取

り組んでいることを紹介した。 

 

○以上の取り組みにより、ホームページのアクセス件数が前年度に引き

続き４０万回を大きく超える高い水準で推移。 

く配布したほか、前年度から取り組

みを開始した試験車両の展示によ

る自動車アセスメント広報活動を

引き続き実施しており、特に全国各

地における試験車両展示等の広報

活動については、前年度３１回を大

きく上回る９０回もの開催により、

これまで以上に幅広く周知活動を

行った。この取組に連動して各方面

からの要望が大幅に増えたことに

より、パンフレット等の配布数が総

数約１８０万部となり、広報活動の

報道件数も大幅に増加したほか、、

ホームページのアクセス数も前年

度を超え、１５０万件（全体の約５

２％）を超えとなり、高い水準で推

移し、自動車アセスメント情報の提

供がこれまで以上に飛躍的に向上

しており、ユーザーに対する調査に

おいて利用度・満足度についても年

度計画を十分に達成しているほか、

計画を上回る取組・実績が見受けら

れるものと判断しＡ評定とするも

のである。 

 

〈課題と対応〉 

 予防安全技術の一層の充実に向

け、夜間の歩行者事故対策に係る調

査研究に取り組むほか、機構が保有

する医学的知見を有効活用するな

どして専門家と連携したアセスメ

ント事業の取組について検討を行

う。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―７ 自動車事故対策に関する広報活動 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

ホ ームペー

ジ アクセス

件数 

－ 217 万件 221 万件 212 万件 234 万件 299 万件 288 万件 予算額（千円） － － － － － 

 
    

決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
    

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

 
    

   

 
    

   

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構の全国組織を活用

し、関係機関との連携の

下、自動車損害賠償保障

制度及び機構業務につい

て効果的に広報活動を行

う。 

事故防止、被害者援護

及び自動車損害賠償保障

制度に関し組織一体とな

った広報活動を実施しま

す。 

 交通安全フェア等にお

ける、国等と協力した周

知宣伝活動やインターネ

ット、マスメディア等を

活用した広範な広報活動

を積極的に実施しつつ、

当機構の認知度の向上に

も努めます。 

自動車損害賠償保障制

度及び機構業務の認知度

を向上させるための広報

活動を、全国の支所を活

用して各地で開催される

交通安全関係イベント等

で実施するほか、国・地方

自治体・損害保険会社等

の関係機関と連携するこ

となどにより、一層効果

的かつ効率的に実施しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

ホームページアクセス件

数 

 

＜評価の視点＞ 

国や関係機関と協力し、

インターネット等を活用

した効果的な広報活動を

行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）ＮＡＳＶＡ業務の認知度向上、自動車損害賠償保障制度に関する広

報活動の一環として、引き続き、国土交通省陸運関係専門誌に対する

機構業務紹介記事を掲載するとともに、「マツダスタジアム」において

行われたプロ野球の試合開催時に、同球場内にナスバブースを開設

し、チャイルドシートアセスメントの説明や事故防止等に係る各種展

示を行うとともに、プロ野球公式戦においてＮＡＳＶＡのＰＲビデオ

を放映。 

 

２）全国交通安全運動の一環として、各種イベンに参画し、被害者保護、

事故防止対策及び自動車損害賠償保障制度等に関するＰＲ活動を実

施。 

 

３）ＮＡＳＶＡギャラリーの設置 

・自動車事故被害者（交通遺児や重度の障害を負った方）が描いた絵

や写真等の作品を展示する「ＮＡＳＶＡギャラリー」の支所事務所

への設置の増設に努めた。 

・支所外での展示を引き続き東京メトロ銀座線三越前駅構内にて行

い、延べ約２万人に対して被害者支援の情報発信。 

 

４）ＮＡＳＶＡ概要（パンフレット）の配布 

 ・ＮＡＳＶＡの総合的なパンフレットを地方自治体、関係機関に広く

頒布するとともに、各種イベント等において多数配布。また、各国

のＮＣＡＰとの会合において、英語版パンフレット制作し有効活用

をした。 

 

４）ホームページの活用 

・検索キーワード等で検索しやすい文言を使用する等の工夫を行うな

ど、利用しやすく容易に閲覧できるよう改修を行った。結果、全体

で２８８万件（前年度２９９万件）のアクセス件数を記録。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

引き続き交通安全フェア等の各

種イベントの活用を始め、野球場や

地下鉄駅構内における情報発信等、

安全指導、被害者援護、自動車アセ

スメントと多様な業務を担うナス

バならではの幅広い広報活動に取

り組んでおり、年度計画を十分に達

成しているものと判断しＢ評価と

するものである。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き効果的な広報活動を積

極的に実施する。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 組織運営の効率化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 全国に置かれている主

管支所及び支所について

は、①支所等の間で配置

人員と業務量に較差があ

ること、②被害者援護業

務を充実させる方向にあ

ること、③安全指導業務

の民間参入を促進するこ

ととしていること、④適

性診断事業の電子化が完

了したことを踏まえ、支

所業務の集約化・効率化

にとどまらず、これらの

状況に応じて、支所の合

理化を図るものとする。 

全国に置かれている主

管支所及び支所について

は、①支所等の間で配置

人員と業務量に較差があ

ること、②被害者援護業

務を充実させる方向にあ

ること、③安全指導業務

の民間参入を促進するこ

ととしていること、④適

性診断事業の電子化が完

了したことを踏まえ、支

所業務の集約化・効率化

にとどまらず、これらの

状況に応じた支所の人員

配置、体制の見直しを含

め検討し、平成２５年度

までに結論を得て、平成

２８年度までに合理化を

図ります。 

「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針に

ついて」（平成２５年１２

月２０日行政改革推進会

議 独立行政法人改革等

に関する分科会）等の趣

旨を踏まえ、安全指導業

務の民間移管、毎週木曜

日を「被害者援護促進の

日」と位置付け、原則とし

て適性診断を実施しない

日とするなどの合理化に

伴い整備した体制によ

り、被害者援護業務及び

自動車アセスメント業務

の充実を促進するととも

に、引き続き平成２５年

度に結論が得られた組織

合理化方策の内容に沿っ

て、支所業務の集約化・効

率化を図ります。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

支所業務の集約化・効率

化にとどまらず、人員配

置や体制の見直しを含め

た合理化が図られている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

ＮＡＳＶＡの今後のあり方についての「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針｣（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）及び本閣議決定に先立

って示された与党の提言等の趣旨を総合的に勘案し、平成２５年度に策

定した組織合理化方策の内容に沿って、前年度に引き続き以下の取組を

順次実施し、支所業務の集約化・効率化を図った。 

・一人当たりの業務量が相対的に少ない小規模支所（函館、釧路、秋

田、山形、鳥取、島根、山口、高知、長崎、沖縄において各１名減

員）から機能強化が必要な主管支所（札幌、仙台、広島、高松、福

岡において１～３名増員）への人員シフトを順次実施することとし

ており、平成２８年度においては、４支所（山口、高知、長崎、沖

縄）から３主管支所（広島＋１、高松＋１、福岡＋２）へのシフト

を実施。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

平成２５年度に結論が得られた

組織合理化方策の内容に沿った取

組を計画通りに実施し、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針｣

（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）

及び本閣議決定に先立って示され

た与党の提言等の趣旨を踏まえた

体制強化及び組織合理化を図って

おり、年度計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とするもの

である。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、平成 25 年 12 月 24 日

閣議決定の方針に基づき、業務の集

約化・効率化、人員配置、体制見直

し等に向けて検討する。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 人材の活用 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 職員の能力開発を促進

し、組織の一層の活性化

を図る。 

産業カウンセラー、ホ

ームヘルパー等の資格を

取得させるとともにそれ

らの職員の活用を図り、

また、事業環境の変化に

対応した経験者採用や国

との人事交流を行いま

す。さらに職員の資質の

向上のため、事業環境に

即した研修カリキュラム

を随時改定していくこと

により、研修の充実によ

る職員の資質向上、能力・

実績を適正に評価する仕

組みの適切な運用等によ

り、人材の有効活用を図

ります。  

① 安全指導業務、被害

者援護業務等に必要な

人材を育成するため、

産業カウンセラー、介

護職員初任者研修(旧

ホームヘルパー２級）

等の資格を取得させる

とともに、事業環境の

変化に対応した経験者

採用や国との人事交流

を引き続き行い、能力・

実績を適正に評価する

仕組みの適切な運用等

により、人材の有効活

用を図ります。 

 

② 安全指導業務、被害

者援護業務等の質の向

上を図るため、必要に

応じて研修カリキュラ

ムの見直しを行いなが

ら、研修の充実を図り､

職員の資質の向上及び

育成を行います｡ 

 

③ 「NASVA 人材育成方

針」に基づき、次代の

NASVA を担う人材育成

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

職員の資質向上や人材の

有効活用のための取組が

適切になされているか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

①人材育成、人材の有効活用等 

・新たに２５人が産業カウンセラー資格を取得。当該資格取得職員を

第一種カウンセラー資格要件研修終了後にカウンセラーとして指

名し適性診断業務に配置するなど人材を有効に活用。 

・介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）に１９人受講。被害

者援護業務に配置するなど人材を有効に活用。 

・事業環境の変化に対応するため、引き続き、民間のＩＳＯ業務に精

通した人材を受け入れるとともに、国との人事交流を促進し、幅広

い視野と経験を有する人材を育成。 

・引き続き、勤務評価を適正に運用し、評価結果を勤勉手当及び定期

昇給の判定に反映。 

 

②研修の充実、職員の資質向上等 

１）業務別専門研修の実施 

ア）指導講習業務における講師の育成強化 

・運行管理者指導講習における講師の要件の一つである基礎講習を３

３人に対して実施 

・運行管理者指導講習における講師を育成するため、１６人に対して

第一種講師資格研修実施。 

・飲酒が体に及ぼす影響等の専門講師を育成するため、「ＡＳＫ飲酒運

転防止インストラクター養成講座」を３６人が受講。 

イ）適性診断業務のカウンセリング技術の向上強化 

・第一種カウンセラー養成のため、２４人に対して第一種カウンセラ

ー資格要件研修を実施。 

・第一種カウンセラー及び第二種カウンセラー２１９人に対し、カウ

ンセラー教育・訓練を実施。 

ウ）安全マネジメント業務の充実に向けた対応 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

各業務を高度な専門性をもって

遂行させていくため、各種資格の取

得支援やスキルアップのための研

修の実施等、常に人材育成と職員の

資質向上に取り組んでいるほか、人

材育成の取組の方向性や研修体系

及びキャリアパス等を明確化する

ためＮＡＳＶＡ人材育成方針の周

知を引き続き図る等、効果的・効率

的な職員の資質向上・育成を図って

おり、年度計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とするもの

である。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、必要に応じた研修カリ

キュラムの見直し等を行いながら、

職員の資質の向上及び育成を行う。
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の取組の方向性、研修

体系及びキャリアパス

を明確にすることによ

り、職員のモチベーシ

ョンを向上させるとと

もに、職員の意欲・能力

を活かす人事管理や組

織作りを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全マネジメント業務を新たに担当する職員４３人に基礎知識の研

修を実施。安全マネジメント関係講習会講師指名の職員１２人に技

能向上等を目的とした研修を実施。 

・コンサルティングを新たに担当する職員２７人にアドバイザー資格

習得の研修を実施。アドバイザー３１人に、資質向上を図るための

スキルアップ研修を実施。 

・安全マネジメント評価業務を行う安全評価員の養成のため、安全評

価員候補者として新たに３１人が国土交通省主催の「運輸安全マネ

ジメント評価［初級］研修」に参加。また、４３人がＮＡＳＶＡ主

催の「運輸安全マネジメント評価本部研修」を受講。 

・安全評価員候補者３１人に、インタビュー技法、評価報告書の作成

等に係る力量の向上のため、評価実施時のＯＪＴを実施。 

エ）被害者援護業務の質的向上に向けた取組み 

・採用職員研修で臨床心理士による講義と交通遺児保護者による講話

を実施。 

・前年度に引き続き、事故対策事業推進員、非常勤職員に対する債権

管理研修の実施。 

・各主管支所における被害者援護援護業務主担当以外の職員の被害者

援護業務関係の勉強会の実施。 

オ）ISO コンサルタントの養成 

・ISO コンサルタント育成のため、コンサルタント候補者８人に外部

の ISO9001 基礎研修及び品質審査研修を実施。本部で ISO39001 解

説研修を実施。これら外部研修と内部研修の受講を通じて、ＩＳＯ

の基本的な考え方及びＩＳＯ審査実務の理解並びに ISO39001 規格

要求事項の詳細とコンサルティング業務の知識を習得。 

カ）会計事務担当の養成 

各主管支所等の経理事務に携わる職員２７人に、会計事務及び財

務・会計システム研修を実施。 

 

２）階層別研修の実施 

新規採用職員研修、中堅職員（チーフ級、アシスタントマネージャ

ー級）に対する階層別研修を実施。 

 

○人材育成の取組みの方向性、研修体系及びキャリアパス等を明確化し

たＮＡＳＶＡ人材育成方針を研修等において職員に認識させること

により、モチベーションの向上を図った。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―１ 業務運営の効率化 安全指導業務 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

指導講習業務インタ

ーネット予約率 

（計画値） 

中期目標期間最終年

度：６０％以上 
－ 40％以上 45％以上 50％以上 80％以上 80％以上 － 

指導講習業務インタ

ーネット予約率 

（実績値） 

※括弧内は利用者数 

－ 
18.0％ 

(24,711 人) 

52.5％

(73,345 人)

77.3％

(103,964 人)

84.5％

(109,949 人)

88.7％

(113,398 人)

91.1％ 

(116,465 人) 

利用者数実績は前中期最終年度の４．７

倍 

達成度 － － 131.3％ 171.8％ 169.0％ 110.9％ 113.9％ － 

適性診断業務インタ

ーネット予約率 

（計画値） 

中期目標期間最終年

度：６０％以上 
－ 40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 60％以上 － 

適性診断業務インタ

ーネット予約率 

（実績値） 

※括弧内は利用者数 

－ 
18.4％ 

(57,978 人) 

32.1％

(102,868 人)

54.0％

(168,975 人)

67.2％

(209,716 人)

72.8％

(232,305 人)

76.5％ 

(243,363 人) 

利用者数実績は前中期最終年度の４．２

倍 

達成度 － － 80.3％ 120.0％ 134.4％ 132.4％ 127.5％ － 

一般診断の支所外受

診率（計画値） 

中期目標期間最終年

度：５０％以上 
－ 46％以上 47％以上 48％以上 49％以上 50％以上 － 

一般診断の支所外受

診率（実績値） 

※括弧内は支所外受

診者数 

－ 
42.5％ 

(108,740 人) 

47.4％

(124,904 人)

49.9％

(126,398 人)

51.6％

(131,320 人)

50.9％

(125,590 人)

50.7％ 

(125,838 人) 

支所外受診者数実績は前中期最終年度

の１．２倍 

達成度 － － 103.0％ 106.2％ 107.5％ 103.9％ 101.4％ － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 安全指導業務における

ＩＴの活用及び民間参入

の状況等を踏まえ、業務

運営の効率化を図る。 

ＩＴを活用し、指導講

習・適性診断に係るイン

ターネット予約による受

講者・受診者の割合を中

期目標期間の最終年度ま

でにそれぞれ６０％以上

とします。また、契約事業

者（注１）及び貸出機器

（注２）による一般診断

の利用促進を図るため、

支所以外での受診者の割

合を、中期目標期間の最

終年度までに５０％以上

とします。 

これらの取組を通して

業務の効率化を図るとと

もに、民間参入の状況等

を踏まえながら、業務運

営の効率化を図ります。 

 

（注 1）「契約事業者」と

は、機構のインターネッ

ト適性診断システム利用

規約に基づき、機構との

間で利用契約を締結した

契約当事者をいう。 

（注 2）「貸出機器」とは、

貸出用のインターネット

適性診断機器をいう。 

① 安全指導業務 

 指導講習・適性診断に

係るインターネット予約

による受講者・受診者の

割合について、予約受付

開始日を早めるなど利便

性の向上を図ることによ

り指導講習８０％・適性

診断６０％以上としま

す。 

 また、契約事業者（注

１）等による一般診断の

利用促進を図り、支所以

外での受診者の割合を５

０％以上とします。 

 民間参入の状況等を踏

まえつつ、上記取組を通

じて受付業務等の省力化

による支所内業務の効率

化を図ります。 

 

（注１）「契約事業者」と

は、機構のインターネッ

ト適性診断システム利用

規約に基づき、機構との

間で利用契約を締結した

契約当事者をいう。   

＜主な定量的指標＞ 

・指導講習・適性診断業

務インターネット予約

率 

・一般診断の支所外受診

率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

インターネット予約率及

び支所外受診率が着実に

向上しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）インターネット予約の促進  

・指導講習のインターネット予約率８０％以上達成のため、引き続き、

指導講習会開催時にインターネット予約の方法や利便性について

説明。 

・また、適性診断の同予約率６０％以上達成に向けては、診断受診者

に同様に説明。 

・「インターネット予約利用者は、予約受付開始を１ヶ月以上早くでき

る」などインセンティブを強調。 

・指導講習・適性診断の電話予約受付の際にインターネット予約の利

便性について説明。実際の操作を交えた予約方法の説明を行うとと

もに、適性診断を利用される事業者には、インターネット予約に必

要な ID/パスワードをお知らせするなどの対応。 

・以上により、インターネット予約率は指導講習で９１．１％、適性

診断で７６．５％。 

 

２）支所以外での一般診断受診の促進 

・支所外一般診断受診者の割合５０％以上達成のため、引き続き、契

約事業者等による一般診断の利用促進を図った。 

・契約事業者に対して、自社において 24 時間いつでも適性診断が受

診できること、過去の適性診断の受診状況についての情報を提供

し、繰返し受診が事故防止により効果的であること等、ナスバネッ

トの利用によるメリット等を説明。 

・さらに、ナスバネットを導入しやすくなるよう、パソコン市場にお

いて最も流通しているＷｉｎｄｏｗｓ10ＯＳに対応するためナス

バネットアプリケーションソフトを改良し、平成２７年度に実施し

た改良と相まって、新規契約事業者（前年度比 127 者増）を獲得。 

・以上により、支所外一般診断の受診者の割合は５０．７％。 

 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

インターネット予約率及び一般

診断の支所外受診率ともに目標値

を上回った。特に指導講習の予約率

については、中期計画の目標値６

０％を上回る８０％と高い数値を

敢えて設定したところであるが、結

果的にこれを上回る実績を達成し

ており、これにより一層の効率化が

図られ、年度計画を十分に達成して

いるものと判断しＢ評価とするも

のである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、インターネットを活用

した予約・診断のメリットを運送事

業者等に周知し、利用率の向上を促

進させ、一層の効率化を図る。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

 



 

 
 

年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―２ 業務運営の効率化 療護施設 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

外部検査受入件数 年間 10,000 件程度 10,331 件 11,385 件 11,335 件 11,898 件 11,339 件 11,085 件 － 

達成度 － － 113.9％ 113.4％ 119.0％ 113.4％ 110.9％ － 

外部検査収入 － 186 百万円 195 百万円 196 百万円 192 百万円 168 百万円 157 百万円 5 年累計額 908 百万円 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア. 療護センターにつ

いて、質の高い治療・看

護を適正なコストで実

施するため、医療に対

する外部評価を行い、

その内容を国民にわか

りやすい形で情報提供

する。 

 

イ. 療護施設の運営委

託費のコスト要因を分

析し、必要な医療水準

を維持しつつ、引き続

きコスト削減を図る。 

 

ウ. 療護センターが保

有する高度先進医療機

器については、保有資

産の有効活用を図る観

点から、年間１０，００

０件程度の外部検査を

積極的に受け入れ、自

己収入の確保を図る。 

ア. 療護センターの医

療水準及びコスト水準

等について、タスクフ

ォース（注３）による外

部評価を行い、その結

果をホームページで公

表します。 

 

（注３）外部有識者から

なる事業改善等を目的

とする評価のための機

関 

 

イ. 療護施設の運営委

託費のコスト要因を毎

年度分析し、必要な医

療水準を維持しつつ、

引き続きコスト削減に

努めます。 

 

ウ. 療護センターが保

有する高度先進医療機

器については、周辺地

域の医療機関等と協力

しつつ、年間１０,００

０件程度の外部検査を

積極的に受け入れ、地

域医療への貢献を果た

すとともに自己収入の

② 療護施設 

ア 療護センターの医療

水準及びコスト水準等

について、引き続きタ

スクフォース（注２）に

よる外部評価を行い、

その結果をホームペー

ジで公表します。 

 

（注２）外部有識者から

なる事業改善等を目的

とする評価のための機

関  

 

イ 療護施設の運営委託

費について、平成２４

年度の調査結果を踏ま

え、平成２７年度のコ

スト要因を分析し、必

要な医療水準を維持し

つつ、コスト削減に努

めます。 

ウ 療護センターが保有

する高度先進医療機器

については、周辺地域

の医療機関等と情報を

共有するなど、協力を

図りながら、年間１０,

０００件程度の外部検

＜主な定量的指標＞ 

外部検査受入件数 

 

＜その他の指標＞ 

外部検査収入 

 

＜評価の視点＞ 

必要な医療水準を維持し

ながら、コスト削減や地

域医療貢献、自己収入の

確保といった取組が着実

になされているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

平成２８年度の療護センターの医療水準及びコスト水準等の実績に

ついて、タスクフォースによる外部評価を実施し、その結果をホームペ

ージで公表。  

 

・運営委託費のコスト要因について、各療護センターの財務状況、経

営効率等を把握するとともに、財務分析、入院収益及び診療行為に

関する分析等を実施。 

・また、引き続きセンター長等会議においては、必要な医療水準を維

持しつつ、収入の確保及び経費の縮減に取り組むよう要請。 

 

外部検査の受託について、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の高度先進医療機器を活

用した外部検査の受入に努め、１１，０８５件の外部検査を受託し、地

域医療への貢献を果たすとともに、１５７百万円の収入を確保。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 
 運営委託費のコスト削減に努める

とともに、外部検査の受入等着実に実

施しており、年度計画を十分に達成し

ているものと判断しＢ評価とするも

のである。 
 
＜課題と対応＞ 
入院患者の減少等が収入の減少に

つながるため、様々な機会を捉えた療

護センターの効果的な周知について

引き続き検討。 
 

40



 

 
 

確保を図ります。 査を積極的に受け入

れ、地域医療への貢献

を果たすとともに自己

収入の確保を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―４ 業務運営の効率化 交通遺児等への生活資金の貸付 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 

行政事業レビューシート事業番号 190 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 
 

 

債権回収率 
中期目標期間の年度毎

に回収率９０％以上 
91％ 91％ 90％ 90％ 92％ 92％

 

達成度 － － 100.6％ 100.4％ 100.3％ 102.6％ 102.6％

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア．適切な債権管理を行

い、引き続き、債権回収

率９０％以上を確保す

る。 

イ．貸付資産等のリスク

管理及び引当金の開示

について、適切に実施

する。 

ウ．このほか、生活資金貸

付業務の適正な運営を

確保する観点から、以

下の取組を行う。 

（ⅰ）貸付の減少要因の

分析及び貸付需要の

把握 

（ⅱ）貸付を必要とする

者への制度の周知徹

底 

（ⅲ）貸付を受けた者に

対する債権管理・回

収の一層の強化 

（ⅳ）債権管理・回収コス

ト要因の分析及びコ

スト削減 

ア．債権管理規程等を必

要に応じて見直すとと

もに、適切な債権管理

を行うことにより、中

期目標期間の年度毎に

回収率９０％以上を確

保します。 

イ．債権管理委員会にお

いて適切な貸付債権の

評価を実施するととも

に、リスクに応じた適

正な引当金を計上し、

その結果についてホー

ムページ等で公表しま

す。 

ウ．貸付の減少要因の分

析や貸付需要の把握を

行うとともに、貸付制

度の周知を徹底しま

す。また、貸付を受けた

者に対する債権管理・

回収の一層の強化を行

います。さらに、債権管

理・回収コスト要因を

ア 債権管理規程等を必

要に応じて見直すとと

もに、適切な債権管理

を行うことにより、回

収率９０％以上を確保

します。 

イ 債権管理委員会にお

いて適切な貸付債権の

評価を実施するととも

に、リスクに応じた適

正な引当金を計上し、

その結果についてホー

ムページ等で公表しま

す。 

ウ 関係機関・団体等と

の連携の強化、情報案

内サービス（交通事故

被害者ホットライン）

の活用による周知、各

種イベントを通じた広

報の推進、訪問支援・交

流会の機会を活用した

介護料受給家庭への案

内等により、貸付制度

＜主な定量的指標＞ 

債権回収率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

貸付債権の適性管理や貸

付制度の周知徹底のため

の取組が着実になされて

いるか。また、利用者のニ

ーズを踏まえた制度にな

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）債権回収率：９２％ 

・債権管理規程に基づき、債権を分類して早期に折衝を行った。 

・精神的支援として推進している「友の会」活動によって、会員とＮ

ＡＳＶＡとの結びつきが深まり、債権の適正な管理の面で効果を発

揮している。 

 

２）貸付債権の適切な評価及び公表 

債権管理委員会において、貸付債権の評価及び適正な引当金の計上

について審議し、その結果についてホームページで公表。 

 

３）貸付制度の周知徹底 

・従来からの損害保険会社、社会保険協議会等へのリーフレットの配

布、市町村への広報誌掲載の働きかけのほか、各都道府県警察本部

及び全国被害者支援ネットワーク加盟団体へ広報・周知依頼を実

施。 

・新たに市町村に設置された「生活困窮者自立支援制度」を担当する

相談窓口への貸付制度の広報・周知依頼を実施。 

・警察庁主催の交通遺児等支援担当者（学識経験者、各県警察、自治

体、被害者支援団体等）による意見交換会において、貸付制度等の

周知をした他、以下の取組を実施。 

  （警察庁主催） 

：「自助グループ運営・連絡会議」（平成 28 年 11 月 30 日：東京

都）に参加し、貸付制度等について周知を行った。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

貸付制度の周知徹底、適正な返還

の促進に向けた制度改正を行うな

ど、回収強化に取り組んでおり、年

度計画の目的は十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とするもの

である。 

  

 

＜課題と対応＞ 

適切な債権管理や回収率の維持・

向上について、引き続き、効果的・

効率的な取組を検討。  
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エ. あわせて、その支援

の在り方を含めて、現

在の手法が効果的かつ

効率的なものかどうか

検討し、必要に応じて

見直すものとする。 

他の制度と比較するな

どして分析するととも

に、その結果を踏まえ

た業務運営等の見直し

により、コスト削減を

図ります。 

エ. あわせて、その支援

の在り方を含めて、現

在の手法が効果的かつ

効率的なものかどうか

検討し、必要に応じて

見直すものとします。 

及び友の会活動の周知

を徹底します。 

  また、平成２６年度

に導入したコンビニエ

ンスストアを活用した

返還について引き続き

周知を図るとともに、

平成２７年度の回収実

績等を踏まえた債権管

理目標(債務者折衝率)

を設定し、早期の折衝

や返還義務の周知徹底

などにより、債権管理・

回収の一層の強化を行

います。 

  さらに、コストの相

当部分を占める嘱託費

を削減するため、事故

対策事業推進員の更な

る適正配置を計画的に

進めます。 

エ 利用者ニーズに即し

た柔軟な制度運営を図

るとともに、必要に応

じて規程等を見直しま

す。 

：「交通事故で家族を亡くした子どもの支援に関するシンポジウ

ム」（平成 28 年 11 月 19 日：名古屋）に参加。 

 

・一般向け周知活動としては、『ナスバギャラリーIN 東京』を平成２

８年９月５日から９月１１日まで東京メトロ銀座線三越前駅（東京

都中央区日本橋）構内において開催し、交通遺児等による絵画コン

テスト優秀作品及び重度後遺障害者の創作作品を展示した。 

期間中、約１万９千５百人の方にご覧いただき、交通遺児等（保護

者が自動車事故により死亡又は重度後遺障害を負った児童）、介護

料受給者（自動車事故により重度後遺障害を負った方）の現状やそ

の支援について情報発信を行った。 

 

４）債権管理・回収の強化、コストの削減 

・前年度改正した業務実施規程に基づき、貸付利用者が 20 歳に達し

たときに、貸付金に係る返還総額等を通知するとともに、延滞金減

免制度を活用し返還を促した。 

・長期滞納者に対する支払督促の送付等、積極的な回収に向けた措置

を強化。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―５ 業務運営の効率化 業務全般（経費削減、契約適正化） 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

一般管理費削減割合

（計画値） 

中期目標期間最終年度

に平成 23 年度比 15％

以上削減 

－ 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減

 

一般管理費削減割合

（実績値） － － 

平成２３年度予算の

８．８％削減 

（▲29 百万円） 

平成２４年度予算の

８．４％削減 

（▲40 百万円） 

平成２５年度予算の

８．１％削減 

（▲36 百万円） 

平成２６年度予算の

７．９％削減 

（▲34 百万円） 

平成２７年度予算の

４．１％削減 

（▲17 百万円） 

 

達成度 － － 293.3％ 280.0％ 270.0％ 263.3％ 136.6％

 

業務経費削減割合（計

画値） 

中期目標期間最終年度

に平成 23 度比 10％以

上削減 

－ 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減

 

業務経費削減割合（実

績値） － － 

平成２３年度予算の

２．４％削減 

（▲101 百万円） 

平成２４年度予算の

２．２％削減 

（▲69 百万円） 

平成２５年度予算の

２．２％削減 

（▲74 百万円） 

平成２６年度予算の

２．６％削減 

（▲95 百万円） 

平成２７年度予算の

３．６％削減 

（▲134 百万円） 

 

達成度 － － 120.0％ 110.0％ 110.0％ 130.0％ 180.0％

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア．業務運営の効率化を

図ることにより、一般

管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必

要とする経費及び特殊

要因により増減する経

費を除く。）について、

中期目標期間の最後の

事業年度において、平

成 ２３ 年度 比で  １

５％以上削減するとと

もに、業務経費（人件

費、公租公課等の所要

額計上を必要とする経

ア．一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計

上を必要とする経費及

び特殊要因により増減

する経費を除く。）につ

いて、業務運営の効率

化を推進し、中期目標

期間の最終年度まで

に、平成２３年度比で 

１５％以上削減しま

す。 

イ．業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

ア 一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計

上を必要とする経費及

び特殊要因により増減

する経費を除く。）につ

いて、業務運営の効率

化を推進し、平成２７

年度予算の３％に相当

する額を削減すること

により、平成２８年度

末までに、平成２３年

度比で １５％以上削

減します。 

イ 業務経費（人件費、公

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減割合 

・業務経費削減割合 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

一般管理費及び業務経費

が着実に削減されている

か。契約の競争性及び透

明性が確保されている

か。 

 

＜主要な業務実績＞ 

業務運営の効率化を推進するとともに、経費削減方策に基づき経費削

減に積極的に取組み、計画（平成２７年度予算に対し▲３％削減）を上

回る経費削減（▲４．１％）を達成。  

 

 業務運営の効率化を推進するとともに、経費削減方策に基づき経費削

減に積極的に取組み、計画（平成２７年度予算に対し▲２％削減）を上

回る経費削減（▲３．６％）を達成。  

 

・公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化

を図るため、平成２８年度調達等合理化計画を策定。  

・同計画に則り、企画競争による場合の事前検証の徹底、一者応札の

見直し、調達グループを超えた一括調達、障害者就労施設等からの

調達に重点的に取り組んだほか、調達に関するガバナンスの徹底を

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

平成２７年度予算に対し、一般管

理費３％以上、業務経費２％以上の

削減を図っているほか、「独立行政

法人における調達等合理化の取組

の推進について」（平成２７年５月

２５日総務大臣決定）に基づき、「平

成２８年度独立行政法人自動車事

故対策機構調達等合理化計画」を策

定し、公正性・透明性を確保しつつ、

自立的かつ継続的な調達等の合理

化に向けた取組を着実に実施して

おり、年度計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とするもの
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費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期目標期

間の最後の事業年度に

おいて、平成２３年度

比で １０％以上削減

する。 

イ．契約については、

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組

の推進について」（平

成27 年５月25 日総務

大臣決定）に基づく取

組を着実に実施するこ

とにより、契約の適正

化を推進し、業務運営

の効率化を図る。  

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、業務運営の効率化

を推進し、中期目標期

間の最終年度までに、

平成２３年度比で １

０％以上削減します。 

ウ．契約については、「独

立行政法人における調

達等合理化の取組の推

進について」（平成 27

年5月25日総務大臣決

定）に基づき毎年度策

定する「調達等合理化

計画」による取組を着

実に実施し、一般競争

入札の推進や契約方法

の見直し、情報公開の

充実により、競争性及

び透明性の確保を図り

ます。  

 

  

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、業務運営の効率化

を推進し、平成２７年

度予算の２％に相当す

る額を削減することに

より、平成２８年度末

までに、平成２３年度

比で１０％以上削減し

ます。 

ウ 契約については、「独

立行政法人における調

達等合理化の取組の推

進について」（平成２７

年５月２５日総務大臣

決定）に基づき、「平成

２８年度独立行政法人

自動車事故対策機構調

達等合理化計画」を策

定し、事務・事業の特性

を踏まえ、ＰＤＣＡサ

イクルにより、公正性・

透明性を確保しつつ、

自律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り組

みます。 

 実施。 

・さらに、計画策定、実施、自己評価及び次計画への反映というＰＤ

ＣＡサイクルによる推進を図るため、「平成２８年度独立行政法人

自動車事故対策機構調達等合理化計画」に基づく取組状況につい

て、別紙のとおり自己評価を行い、外部有識者からなる契約監視委

員会の点検を実施。 

である。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 更なる調達の合理化に向けて取

り組む。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―６ 業務運営の効率化 業務全般（内部統制、情報セキュリティ） 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

 
 

       

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ウ．総務省の独立行政法

人における内部統制と

評価に関する研究会が

平成２２年３月に公表

した報告書（「独立行政

法人における内部統制

と評価について」）、及

び総務省政策評価・独

立行政法人評価委員会

から独立行政法人の業

務実績に関する評価の

結果等の意見等として

各府省独立行政法人評

価委員会に通知した事

項を参考にしつつ、内

部統制については、更

に充実・強化を図る。 

  また、「国民を守る情

報セキュリティ戦略」

等の政府の方針を踏ま

え、適切な情報セキュ

リティ対策を推進す

る。 

エ．内部統制については、

業務運営方針の明確

化・役職員による共有

を図るとともに、定期

的に業務実績や課題を

整理し、改善を行いま

す。また、内部監査の強

化による業務の改善及

び機構内コミュニケー

ションの活性化等を図

ります。 

  また、「国民を守る情

報セキュリティ戦略」

等の政府の方針を踏ま

え、適切な情報セキュ

リティ対策を推進しま

す。 

エ 業務の適正を確保す

るための体制（内部統

制システム）について

は、独立行政法人通則

法（平成１１年法律第

１０３号）及び業務方

法書の規定を踏まえ整

備した内部統制の推

進、リスク管理、情報シ

ステムの整備、情報セ

キュリティの確保・個

人情報の保護、監事監

査及び内部通報等に関

する諸規程に基づき、

内部統制の一層の充

実・強化を図ります。 

オ 「国民を守る情報セ

キュリティ戦略」及び

「サイバーセキュリテ

ィ戦略」等の政府の方

針を踏まえ、サイバー

攻撃等の脅威への対処

に万全を期するととも

に、政府機関における

情報セキュリティ対策

を踏まえ、情報セキュ

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

内部統制の整備が計画に

沿って進められたか。適

切な情報セキュリティ対

策がなされたか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）引き続き、業務運営方針（ＮＡＳＶＡＷＡＹ２０１３）の共有化を

図るべく、全国支所長会議及び主管支所総務担当マネージャー会議等

を通じて更なる周知徹底を実施。 

 

２）引き続き、業務の適正かつ効率的な運営の確保・改善を図るため、

理事会において毎月業務実績を報告させ、中期計画・年度計画の進捗

状況を把握。また、理事会議事概要を理事会資料とともに全職員に情

報提供し共有化。 

 

３）会計内部監査（２３箇所）、個人情報の保護等重要業務リスクの顕在

化を防止するためのリスクアプローチ型業務内部監査（１１箇所）を

実施するとともに、監事監査（１９箇所）を通じて、業務の適正かつ

効率的な運営状況や内部統制状況のモニタリングを実施。 

 

４）内部統制の充実・強化 

 ・コンプライアンス委員会を開催し、「コンプライアンス実践・推進状

況チェック」結果を報告するとともに、遵守できていない事項は各

所属長を通じて注意喚起を実施。また、実践マニュアルを環境の変

化に伴う改正等所要の見直しを実施。 

 ・リスク管理委員会を開催し、業務上のリスクに対する分析・評価を

行った上で対応策を決定。特に重要なリスクを選定し的的な自己点

検とともに、改善に向けたモニタリングを実施。 

 

５）業務運営上必要な情報を、引き続き、組織内イントラネットや電子

メールを活用し本部から全職員に伝達。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

業務運営方針（ＮＡＳＶＡＷＡＹ

２０１３）の共有化の徹底、理事会

の場を活用した中期計画・年度計画

の進捗管理、会計内部監査及び監事

監査を通じた業務運営状況や内部

統制状況のモニタリングの実施の

ほか、組織内イントラネットや電子

メールの活用による組織内の情報

共有の推進等を引き続き図ってい

る。さらに、改正通則法の施行に伴

い、業務方法書を始めとする内部統

制の関係諸規程の制定・改正を実施

し、内部統制委員会を始めとする各

委員会の開催、内部監査室の新設

等、内部統制の一層の充実・強化を

図るとともに、基幹ネットワークの

情報セキュリティ対策やホームペ

ージへの不正アクセス等に対する

遮断システムの導入等、政府方針を

踏まえたセキュリティ対策の推進

に取り組んでおり、年度計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。  
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リティの確保に関する

規程に基づき、保有個

人情報の保護を含む適

切な情報セキュリティ

対策を推進します。 

 

６）日本年金機構の個人情報流失事件及び政府からの注意喚起指示を踏

まえ、基幹ネットワークの情報セキュリティ対策として、機構ホーム

ページのセキュリティ対策の強化、不正アクセス・不正侵入・通信遮

断システムのアップグレードなどのシステム改修を実施。 

また、「サイバー攻撃対策の遵守 6則（標的型メール対策）」及び「 

個人情報保護のための全職員が守るべきポイント１０則」を全役職員

に周知徹底を図るとともに、情報セキュリティインシデントが発生し

た場合に被害の最小化及び迅速な復旧支援等を行うための会議等を

開催。 

 

７）地震災害にかかる対応について、全役職員の安否確認及び支所建物

の被害状況等の把握を迅速に行うため、引き続き警備会社が提供する

安否確認サービスを利用して防災対策を実施するとともに、防災週間

（9 月）において、万一の地震災害の発生に対処するため、全役職員

参加の安否確認訓練及び支所施設等被害状況の報告訓練を実施。   

 

＜課題と対応＞ 

平成２７年度からの改正独立行

政法人通則法の施行に伴い、業務の

適正を確保するための体制（内部統

制システム）に係る諸規程の整備検

討を進め、内部統制の一層の充実・

強化を図る。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 中期目標期間における

予算、収支計画及び資金

計画について、各事業に

おける目標を考慮した上

で適切に計画し、健全な

財務体質の維持を図る。 

 なお、毎年の運営費交

付金額の算定について

は、運営費交付金債務残

高の発生状況にも留意し

た上で、厳格に行うもの

とする。 

本計画に従ったサービ

スその他業務の質の向上

を図りつつ、予算、収支計

画及び資金計画を以下の

とおり策定します。 

 なお、毎年の運営費交

付金額の算定について

は、運営費交付金債務残

高の発生状況にも留意し

た上で、厳格に行うもの

とします。 

別紙２のとおり 

 なお、運営費交付金額

の算定については、運営

費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、

厳格に行うものとしま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画に基づいた年度

計画予算、収支計画及び

資金計画の策定、計画に

沿った適正な予算執行等

がなされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・年度計画に基づき年度計画予算、収支計画及び資金計画を策定し、

計画に沿って、サービスその他業務の質の向上を図り適正に予算執

行した。 

・運営費交付金額の算定について、運営費交付金債務残高の発生状況

にも留意した上で、厳格に実施した。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

中期計画に基づいた年度計画予

算、収支計画及び資金計画を策定

し、計画に沿って、サービスその他

業務の質の向上を図りつつ、適正な

予算執行を行っており、着実な実施

状況にあると認められ、運営費交付

金額の算定については、運営費交付

金債務残高の発生状況にも留意し

た上で、厳格に行ったところであ

り、年度計画を十分に達成している

ものと判断しＢ評価とするもので

ある。  

   

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、健全な財務体質の維持

を図る。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 業務の確実な遂行のた

め、施設・設備の計画的な

整備・更新を進めるとと

もに、適切な維持管理を

行う。 

千葉、東北、岡山及び中

部の各療護センターの医

療機器等の整備・更新に

ついては、その必要性を

厳正に検証した上で実施

します。また、これらの医

療機器等の適切な維持管

理を行います。 

 

千葉療護センター 

 陽電子放出断層撮影装

置更新 

 超音波診断装置更新 

東北療護センター 

 低温プラズマ滅菌装置

更新 

岡山療護センター 

 免疫発光測定装置更新 

中部療護センター 

 FDG 合成装置更新 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画及び年度計画に

沿って適正に整備されて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

計画に基づき、設備の整備を順次行った。 

 

・千葉療護センター 

  陽電子放出断層撮影装置（PET－CT）更新、超音波診断装置更新 

・東北療護センター  

  低温プラズマ滅菌装置更新 

・岡山療護センター 

  免疫発光測定装置更新 

・中部療護センター  

  ＦＤＧ合成装置更新 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

中期計画に基づく設備等につい

て、年度計画に沿って整備し、適切

に執行しており、年度計画を十分に

達成しているものと判断しＢ評価

とするものである。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、設備等の計画的な整

備・更新を進めるとともに、適切な

維持管理を行う。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

給与水準の対国家公務

員指数（ラスパイレス

指数）（計画値） 

平成 28 年度までに

100.0 以下に引き下げ 
－ － － － － 100.0 以下 － 

給与水準の対国家公務

員指数（ラスパイレス

指数）（実績値） 

－ 105.1 104.5 104.9 103.8 103.2 102.9 － 

達成度 － － － － － － 97.2％ － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 給与水準については、
国家公務員の給与水準も
十分考慮し、手当を含め
役職員給与の在り方につ
いて厳しく検証した上
で、目標水準・目標期限を
設定してその適正化に計
画的に取り組むととも
に、その検証結果や取組
状況を公表するものとす
る。 
また、総人件費につい

ても、政府における総人
件費削減の取組を踏ま
え、厳しく見直すものと
する。 

給与水準については、
国家公務員の給与水準等
を考慮した目標水準・目
標期限を設定して適正化
に取り組むとともに、そ
の取組状況等を公表しま
す。 
特に事務・技術職員の

給与水準については、平
成２２年度の対国家公務
員指数が年齢勘案で１０
４．７となっていること
を踏まえ、平成２８年度
までにその指数を１０
０．０以下に引き下げる
よう、給与水準を厳しく
見直します。 
 また、総人件費につい
ても、政府における総人
件費削減の取組を踏まえ
た見直しを行います。 
  

給与水準については、
国家公務員の給与水準等
を考慮した目標水準・目
標期限を設定して適正化
に取り組むとともに、そ
の取組状況等を公表しま
す。 
 引き続き、新規職員の
積極的な採用による新陳
代謝の効果により、さら
なる給与水準の引き下げ
が図られるよう取り組み
ます。 
 また、総人件費につい
ても、政府における総人
件費削減の取組を踏まえ
た見直しを行います。 

＜主な定量的指標＞ 
給与水準の対国家公務員
指数（ラスパイレス指数）
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
給与水準や総人件費の見
直しが着実に行われてい
るか。 

＜主要な業務実績＞ 
１）給与水準の適正化に向けた取組み 
・国家公務員給与法の一部改正に準拠して、平成２８年４月から職員
の俸給表平均０．２％引上げ、平成２８年１２月支給の役職員の賞
与０．１月分引上げを実施。 

・国家公務員の給与制度の総合的見直しを踏まえ、国家公務員に準拠
して、平成２８年４月から本部業務調整手当の引上げ等の給与制度
の総合的見直しを実施。 

・新規職員を 1６名採用し、職員の新陳代謝を図った。 
 
２）平成２８年度の給与水準（ラスパイレス指数） 
・国家公務員の給与改正等の動向を踏まえた給与水準の適正化を図っ
た結果として１０２．９となった。（前年度１０３．２） 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 
国家公務員の給与改定等に準拠

した給与水準の適正化等により、ラ
スパイレス指数の低減が確実に図
られ、年度計画を十分に達成してい
るものと判断しＢ評価とするもの
である。 
  
＜課題と対応＞ 
引き続き、政府における総人件費

削減の取り組みを踏まえた見直し
を行うとともに、新規職員採用によ
る職員の新陳代謝効果による給与
水準の適正化を図る。 
 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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